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岡谷市議会１２月定例会一般質問について 

 

 

＜教育総務課、川岸学園整備室＞ 

早出 すみ子 議員 

 １ ジェンダー教育について 

 

秋山 良治 議員 

３ 外国人と多文化共生について 

 

渡辺 太郎 議員 

１ 次期学習指導要領について 

２ 障がい者福祉の推進について 

（３）通級指導 

 

丸山 善行 議員 

２ 小中学校における屋外トイレの意義について 

 

上田 澄子 議員 

１ 岡谷市の子育て支援について 

（２）学童クラブの利便性向上 

① 岡谷市の学童クラブの登録者数と全児童数に対する登録者の割合 

② 学童クラブの学校休業日の使用料 

 

小松 壮 議員 

１ 中学生期の生徒に対する教育（勉強）の考え方について 

 

花岡 健一郎 議員 

１ 小中学生の交通安全対策について 

 

中島 秀明 議員 

２ ＧＩＧＡスクール第二期 ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）について 

（１）ＧＩＧＡスクール第二期 ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の概要 

（２）岡谷市小中学校情報機器等整備計画の進捗状況 

（３）岡谷市におけるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の展開 

 

土橋 学 議員 

３ いじめ以外の理由による不登校・登校しぶりの児童生徒の把握と支援体制について 

 

今井 浩一 議員 

１ 手話施策推進法施行に関する取り組みについて 

 

資料Ｎo.５ 
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＜生涯学習課＞ 

宇野 香二 議員 

１ 若者が安心できる居場所づくりの取り組みについて 

（１）若者居場所づくりの現状 

 

 

＜スポーツ振興課＞ 

小松 壮 議員 

１ 信州やまなみ国スポ・全障スポに向けての取り組み状況について 

（１）準備の状況 
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令和７年１２月定例会                           教育総務課 

 

◇早出 すみ子 議員 

１ ジェンダー教育について 

小中学校ではＳＤＧｓに取り組んでおり、17の目標中、目標の５に「ジェンダー平等を実現

しよう」があります。これまでの取組をお聞きいたします。 

○両角教育担当参事 

ＳＤＧｓに掲げられた目標は、全世界で取り組まれている共通の目標でありますので、小中

学校においても様々な取組や活動の中に生かされております。例えば、校内にはＳＤＧｓのポ

スター等が掲示され、その中にジェンダー平等などの視点も含まれており、児童生徒の呼称に

ついては、男女差のない何々さんと呼ぶ習慣づけや、名簿等につきましても男女のチェック欄

を廃止するなど、小さな視点ではありますが、各校で取り組まれております。そのほか、男女共

同参画への関心や理解を深められるよう、市が作成している漫画冊子の配布やポスターコンク

ール等への参加を通じて周知や啓発を行っており、各教科活動の中でも社会科や家庭科、道徳

や特別活動等の教科等において男女共同参画の視点に立った指導を行っております。今後も、

ジェンダー平等の意識を子どもたちが育むことができるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

○早出 すみ子 議員 

ジェンダー教育について、学校ではＳＤＧｓということで、男女共同参画とも併せてポスタ

ーコンクールや呼び名、男女のチェック欄がないとか、いろいろな学校生活のあらゆる場面に

おいてジェンダー平等の意識が育まれるように取り組んでおられます。なぜ、ジェンダー教育

が必要か、それは社会全体がジェンダー平等でないからです。ジェンダー教育は、性別にとら

われず、みんな違ってみんないいという多様性を受け入れる姿勢を育み、個人の尊重につなが

ります。 

２回目の質問になります。 

学校の取組の中で、児童生徒の変化についてお聞きいたします。 

○両角教育担当参事 

一つ事例を紹介しますと、本年度、市内の中学校において、生徒会の役員が中心となり制服

のあり方について、ジェンダー平等や過ごしやすさ等の観点から自分たちで考え、試験的に自

由な服装で登校できる私服ウィークを設けるなどの取組が進められております。こうした取組

は、子どもたち自身がジェンダー平等についても自分たちで考え、具体的な行動に変化したも

のと受け止めており、そのほか性別で分けないジェンダーレス制服について調べ学習を行い、

後輩に引き継ぐなど、生徒自身の活動に広がりを見せております。 

○早出 すみ子 議員 

今答弁にありました、中学生が自ら考え行動を起こしています。制服に関しては、いつも当

たり前にこれが制服だということで特に考えていなかったことが、ジェンダー平等って何だろ

うという思いをみんなで話し合い、身近なことから変えようとしています。制服が男女で違う

ので、男子これ、女子はこれと決めずに、どの組合せで着てもいいようにするというようなア

ンケート調査もしておりますし、そういう意識があった行動だと思います。とてもすばらしい

行動です。身近なことから変えようと動いています。小学校からのいろいろな体験もそこにつ

ながっていると思います。以前、西部中学校でも、ジェンダーレス水着ということで、皆さん本

当に、中学生の皆さんはＳＤＧｓの中でいろいろなことを考え、自ら行動を起こしています。 

次の質問になります。学校での取組や児童生徒の変化についての評価をお聞きいたします。 
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○両角教育担当参事 

ジェンダー平等を学ぶ活動が各校で取り組まれることは、児童生徒に取りましても、自己の

あり方を考える機会となり、自分の個性を肯定し、他者を理解する心の醸成につながるもので

あり、大変評価をしております。 

○早出 すみ子 議員 

制服に関しては、市校長会でも検討されているとお聞きしています。制服の変更は、ジェン

ダー平等への一歩になります。児童生徒の今後の行動に期待しております。ジェンダーは、つ

くられてきたものだから、つくり直すこともできると生徒の声があります。大人の社会ではな

ぜジェンダー平等が進まないのか、そこには固定概念があり、それを変えるのに時間がかかる

からです。固定概念は幼少期から思春期までに育成されると理解しています。親や教師、周り

の大人の言動からつくられ、無意識の思い込みにつながります。日本のジェンダーギャップ指

数は118位です。児童生徒の行動力を信じて、大人も力を合わせてジェンダー平等社会を実現し

ましょう。 

 

◇秋山 良治 議員 

３ 外国人と多文化共生について 

 昨日の新聞報道によりますと、岡谷市内 21 区で初となるベトナム人とその家族が新たに小尾

口地区に加入したことが、記載がありました。日本在住７年目で地元企業に勤める高度外国人

材ということです。災害時の連携、地域住民との交流の促進などの面からも、これからもこの

ように区への加入などの事例が増加すると予想されます。このように外国人住民が地域で暮ら

す機会が増える一方で、文化や生活習慣の違いによる課題も見られ、今後、外国人を含め、どの

ような共生社会を築いていくかは重要なテーマとなっています。岡谷市在住の外国人は、令和

７年１月１日現在 954 人ですが、出身国、国籍や在留資格別の内訳をお伺いいたします。 

○岡本企画政策部長 

 令和７年１月１日現在、本市に在住する外国人 954 人の主な国籍別の構成につきましては、

最も多い国籍はフィリピン国籍の方で 220 人、２番目にベトナムで 146 人、３番目にインドネ

シアで 145 人、４番目に中国で 113 人、５番目にブラジルで 109 人となっております。 

  また、在留資格別内訳につきましては、市民生活課に確認したところ、最も多い在留資格

は永住者で 267 人、次に技能実習生で 234 人、特定技能者で 106 人、定住者で 96 人、日本人配

偶者は 74人となっております。 

○秋山 良治 議員 

現在、岡谷市には954人の外国人の方々が在住しております。その生活背景など、非常に多様

となっています。とりわけ技能実習生ですが、企業での就労を中心に生活されている方につい

て、企業や関係機関の皆様と連携を深めていただくことで、より適切な支援につながるものと

考えています。そういった連携も今後の取組の一つとして御検討いただければと思っています。 

また、全国の一部自治体では、外国人被保険者の国保料収納率が平均63％と、日本人を含む

全体の平均93％に比べて低い傾向が指摘されております。岡谷市では現在特段の問題は生じて

いませんが、今後のリスク管理の観点からも、市として制度理解の周知等を進め、適正な保険

運営に向けた取組を検討していただければと思っています。 

今年６月の一般質問では、ほかの議員の方から、外国籍児童の人数についての質問があり、

現在外国籍児童30人ということで、県などと協力して日本語サポートを行っているとお聞きし

ていますが、もし今後、岡谷市における外国籍児童が増加した場合、日本語教育、学習支援、学

校・家庭・地域のコミュニケーション支援、保護者への相談体制、文化、背景の違いへの理解な
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ど、学校現場で必要となる支援は確実に増えていくものと思われます。今後、外国籍児童が増

加した場合、岡谷市としての受入れの限界というものをどのように考えているのか、また、学

校現場や行政としてどのような支援体制が必要となると考えているのかお伺いしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

本市では、県の教育委員会から外国籍児童支援の加配教員という先生を配置していただいて

いるほか、国際交流センターの外国籍児童生徒支援相談員に授業の通訳に入っていただくなど

のサポートを行っているという状況でございます。 

質問の外国籍の児童が増加した場合でありますが、いろいろな状況があるかと思いますので、

その時々の状況によって臨機応変に対応していくという対応を考えております。 

○秋山 良治 議員 

そうですね、状況により判断していただければと思います。現場の先生方の負担を増やさな

いためにも、早めの整備体制、情報共有の仕組みづくりというものも進めていただきたいなと

思います。子どもたち一人ひとりが安心して学べる環境づくりをお願いしたいと思います。 

 

◇渡辺 太郎 議員 

１ 次期学習指導要領について 

文部科学省が 2030 年度から小中高校で実施予定の次期学習指導要領の論点整理を公表し、枠

組みを示しております。学習指導要領は約 10 年ごとに改定され、教育現場の未来を大きく左右

する教育課程の基準であります。次期学習指導要領が検討されている背景は、急速に変化する

社会に対応するためには、現行の学習指導要領が抱える課題を解決する必要があること、グロ

ーバル化やデジタル化、ＡＩの進展によって、子どもたちがこれから直面する社会はこれまで

以上に変化のスピードが増していること、従来からの生きる力の育成に加え、個別最適な学び

と協働的な学び、情報活用能力の向上が求められていること、また、社会に開かれた教育課程

という理念の浸透が不十分な点や、教科書の内容が増加し、学校現場の負担が大きくなってい

ることも課題としております。次期学習指導要領は、どのような内容なのか、概要についてお

聞きします。特に、市の教育委員会が関係する小中学校に関する部分について、具体的にお伺

いします。 

○宮坂教育長 

学習指導要領は、幼稚園から高等学校までの全ての子どもたちが全国どこにいても一定水準

の授業を受けられるようにするための基準であり、おおむね10年に一度改定され、現在、文部

科学省の諮問機関であります中央教育審議会において議論が進められ、論点整理が公表された

段階にあります。この論点整理のなかで、次期学習指導要領に向けた基盤となる基本的な考え

方として、「主体的・対話的で深い学びの実装」、「多様な子どもたちの包摂」、「実現可能性

の確保」の３つの方向性が示されており、教育内外のあらゆる方策を活用して、三位一体で具

現化されるべきものとして、議論や検討が行われております。 

１つ目の「主体的・対話的で深い学びの実装」では、授業改善を通じて、資質・能力の育成を

より具現化・深化を図るとされており、２つ目の「多様な子どもたちの包摂」では、子どもたち

一人ひとりの多様な実態に向き合い、個人及び社会の力へと転換することで、意欲を高め、可

能性を開花させ、個性が輝く育成を目指すことが示されております。また、これら２つの方向

性を両立させるためには、教育課程外の勤務環境の整備とも重ね合わせ、教育課程の枠組みや

教科横断的な視点を踏まえながら、教師に過度な負担が生じにくい持続可能な仕組みを追求し、

教師と子どもの双方に教育の質の向上のための時間的余裕となる余白を生み出し、豊かな学び

へとつなげるためには、３つ目の方向性と共通化させた検討を行う必要があるとされておると
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ころであります。 

この論点整理の中で、小中学校に関する部分につきましては、特に情報活用能力を育む重要

性について議論が深められており、小学校段階では、総合的な学習の時間における探究的な学

習と情報教育の連携のあり方や生成ＡＩ等の技術革新がもたらす負の側面も踏まえつつ、情報

技術が認知や行動に与えるリスクに留意する視点、中学校段階では、より発展的に情報技術を

理解し活用して、問題発見や解決する能力を育成していく視点により、新たな情報技術科を新

設する等の検討が進められております。そのほか、授業環境においても、授業時数の適正化と

平準化等による調査授業時数制度等の検討が進められておりますが、現時点では論点整理の段

階でございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○渡辺 太郎 議員 

 概略、概要について御答弁いただきまして、ありがとうございます。 

その中で、情報活用能力を高めるという説明が特に印象に残りました。それと、調整授業時

数制度という、これは次期学習指導要領の目玉の一つというふうに聞いているんですが、学校

の実情を踏まえ、柔軟に教育課程を編成することができると聞いておりますけれども、どのよ

うな制度なのか簡単に説明していただければありがたいんですけれども。 

○両角教育担当参事 

まず、先ほど教育長の答弁の中で、教育の質の向上のための余白の創出という言葉ございま

した。これが今検討されている土台の部分かなと思っております。教育課程の実施に伴う過度

な負担や負担感が生じにくいやり方を追求する、学習内容や教科書の分量の精選を図るととも

に、授業時数の最適化、平準化、弾力化によって、教師と子どもの双方に余白を創出して豊かな

教育活動につなげるというようなことがうたわれております。 

その中で、お話しいただいた調整授業時数制度の導入という部分につきましては、現在、国

の標準授業時数というのがございます。1,055時間というのが標準授業時数でございますけれど

も、それを学校の裁量で調整可能な時間を設けて、その範囲内で特定の教科の時数の削減をし

たり、生み出した時間の中でほかの教科に充てたり、子どもたちの探求学習の実施など、そう

した時間の余白を創出する取組の一つが、この調整授業時数制度というような検討の中身とい

うふうに伺っております。 

○渡辺 太郎 議員 

先ほど御答弁いただいた中で、３つの方向性の御説明いただいたんですが、その中で、多様

性の包摂という御答弁ありました。特に文部科学省の中央教育審議会が今年９月にまとめた先

ほどの論点整理では、多様な子どもたちを包摂する柔軟な教育課程のあり方が示されています。

ここでは、調整授業時数制度の導入等を通じて、不登校児童生徒や特異な才能がある児童生徒

等に、特別な教育課程を編成可能とするとあります。多様性を包摂する必要性として、文部科

学省が調査データを小学校の35人学級に反映した事例が示されています。具体的には、家にあ

る本の冊数が少なく学力の低い傾向が見られる子どもは35人中12.5人、特異な才能がある子ど

もは0.8人、学習面または行動面で著しい困難を示す子どもは3.6人、不登校は0.7人、不登校傾

向は4.1人、日本語を家であまり話さない子どもは1.0人とあります。中学校の40人学級でも、

数字は若干違いますが同様に示されております。どの学校にも多様な個性や特性を有する子ど

もが在籍しているということが、ここで分かるのかなというふうに思います。 

そこで、岡谷市教育委員会として、これまで個別最適な学びや協働的な学びを推進してきて

おりますが、多様な子どもたちに対する教育の現状についてどのように捉えているのかお伺い

します。 
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○両角教育担当参事 

学校教育におきましては、子どもたち一人ひとりの多様な可能性を最大限に引き出し、その

成長を支援することが重要と考えており、全ての子どもたちが平等に学ぶ機会を持ち、社会で

必要な力を身につけられるよう、学校全体で取り組んでいるところでございます。 

学力や発達に差がある子どもたちに対しては個別に対応したきめ細かな指導を実施しており、

それぞれの子どもに合った学びの環境づくりを進めております。また、他者とのコミュニケー

ション能力や社会性を育むことにも力を入れており、学校生活全体を通じて、子どもたちが協

力し合い、共に成長できるような環境づくりを推進しているところでございます。 

一方、多様化する子どもたちの個性や特性に対応していくためには。教育課程の柔軟な編成

も必要であります。個別の学習支援や特別な支援が必要な子どもたちに対しては、個別の教育

課程を柔軟に編成し、学校外の支援機関と連携を深めることが大切であります。また、特別な

支援を必要とする子どもたちには、専門的な知識を持った教員によるサポートや学習支援体制

の充実が求められております。今後も、より細やかな対応ができるよう、教員の研修や支援体

制を強化し、子どもたち一人ひとりの実態に合わせた支援を実施していくことが重要であると

いうふうに考えております。 

○渡辺 太郎 議員 

分かりました。次期学習指導要領の改定に向けた議論は現在進行中でありますが、増え続け

る不登校生と特定分野に特異な才能のある、いわゆるギフテッドと呼ばれる児童生徒などを対

象に、一人ひとりの個性や特性、背景を踏まえた特別な教育課程の編成を可能とする仕組みが

新たに盛り込まれるようであります。学校や教員、子どもたちにとって、大変大きな改革にな

るものと思いますけれども、教育現場で実践するには様々な課題もあるように感じているとこ

ろでもありますが、市の御見解をお伺いします。 

○両角教育担当参事 

次期学習指導要領の改訂に向けまして、児童生徒の個別指導計画の対象範囲の拡大の中に、

今のお話の部分が含まれているのかなというふうに認識しております。特に不登校や特異な才

能を持つ児童生徒への支援が強化されることにつきましては、学校現場にとって大きな改革と

なりますので、実行段階となった場合は、個別支援に必要な支援スタッフの専門性の向上など

課題もあるかと考えております。現在、検討が進められております次期学習指導要領の検討内

容等につきましては、折に触れて校長会において資料等の配布・共有を行っておりまして、こ

の改訂に備えて現在のところは情報の共有化を図っているという状況でございます。 

○渡辺 太郎 議員 

文部科学省では、多様な個性や特性、背景を有する子どもが多くなっている実態に向き合い、

こうした多様性を個人及び社会の力に変える観点から、子どもたち一人ひとりの意欲を高め、

可能性を開花させ、個性が輝く教育の実現を目指すものとしております。様々な課題はあると

思いますが、大きな期待をしているところでございます。 

次に、想定される次期学習指導要領の改訂、実施スケジュールについて、国の考え方は示さ

れているのでしょうかお伺いします。 

現在、岡谷市魅力と活力ある学校推進プラン後期５か年計画が2028年度までの計画で実施さ

れているところでありますが、2029年度からの計画へ盛り込む必要性があると感じております。

次期学習指導要領に対する市の対応はどのようになるのかお伺いいたします。 

○両角教育担当参事 

現在示されているアウトラインでは、小学校では2030年度から、中学校は2031年度から全面

実施される見込みであります。2027年頃には新しい学習指導要領が告示されて、移行期間を設



8 

 

けていく予定というふうに認識しております。 

なお、現行の魅力と活力ある学校づくり推進プランにつきましては、2028年度が最終年度と

なりますので、次期学習指導要領の告示に合わせて必要な見直し等を行いまして、次期計画に

反映させていきたいというふうな考えでございます。 

○渡辺 太郎 議員 

よく分かりました。学校現場は、今後数年にわたり児童生徒の実態に合わせたカリキュラム

マネジメントや多様性の包摂、情報教育の再構築など、新しい学習指導要領への移行に取り組

むことになるものと思います。文部科学省は、2026年４月から、一部の公立小中学校で次期学

習指導要領のポイントの一つである調整授業時数制度を先行導入する計画を示しております。 

そこで、岡谷市の教育行政のパイロットモデルとなる川岸学園整備事業が2027年４月の開校

を目指して進んでおりますが、新たな川岸学園にこうした次期学習指導要領を先行的に取り入

れていくお考えはあるのか、また、どのように取り入れていくのかお聞きします。 

○両角教育担当参事 

現在、川岸学園整備につきましては、川岸学園設立準備委員会の専門部会でございます学校

デザイン部会において、教育課程の編成等の検討を行っております。次期学習指導要領につき

ましては、先ほどのお話に出ました調整授業時数制度の検討をはじめ、教育全体に及ぶ内容で

ありますので、新たな義務教育学校として先駆的に取り入れることが可能なものについては、

学校や部会等に情報提供を行いまして、川岸学園の取組に生かしてまいりたいというふうに考

えております。 

○渡辺 太郎 議員 

分かりました。ぜひ積極的な検討、対応をお願いしたいと思います。 

 

２ 障がい者福祉の推進について 

（３）通級指導 

通常学級に在籍しながら、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対し、一人ひとりの困難

さに応じた指導が通級指導であります。文部科学省が７月に公表した2023年度の通級による指

導実施状況調査によれば、通級指導を受ける小中高校の子どもは前年度比5,033人増の20万

3,376人となり、過去最多でありました。通級指導の役割と岡谷市の状況についてお伺いします。 

○両角教育担当参事 

通級による指導の役割は、通常の学級に在籍する子どもが抱えている学習・生活上の困難を

軽減し、できるだけ自立して学校生活を送れるよう支援することであります。岡谷市の状況に

ついては、文部科学省が令和７年７月に公表した令和５年度通級による指導実施状況調査の結

果に基づく内容で御説明させていただきます。 

令和５年度、市内の小中学校で通級指導を受けている児童生徒は、小学校58人、中学校13人、

合計71人であり、令和４年度の63人から８名増加し、過去最多となりました。在籍比率では、小

学校2.9％、中学校1.1％、合計で2.2％となっております。増加の背景には、子どもたちが抱え

る困難を早期に把握し、適切な支援を行うことができる通級指導の存在が広く知られるように

なり、児童生徒一人ひとりの特性に応じた個別最適な教育に対するニーズが高まっているもの

と考えております。 

○渡辺 太郎 議員 

文部科学省の調査では、2023年度は小中高校に在籍する児童生徒の1.7％が通級指導を利用し

ております。利用者の障害種は、言語障害が23.1％、注意欠陥多動性障害が21.7％、自閉症が

20.2％、学習障害は19.9％、情緒障害は13.9％となっております。岡谷市の障がい種の状況に
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ついてお伺いします。 

○両角教育担当参事 

令和５年度、本市の通級指導を利用する児童生徒の障がい種でありますが、言語障害が64.8％、

学習障害が24.0％、自閉症が5.6％、注意欠陥多動性障害が4.2％、難聴が1.4％という内訳とな

っております。 

○渡辺 太郎 議員 

よく分かりました。 

通級指導では、子どもの自立を目指し、それぞれの障がいによる困難を改善・克服するため

に、一人ひとりの状況に応じた指導を行っていると伺っていますが、岡谷市の教員の配置状況

とどのような体制で行っているのかお伺いします。 

○両角教育担当参事 

本市では、現在、言語障害に関する指導を行う「ことばの教室」と学習障害等に関しての指導

を行う「ＬＤ等通級指導教室」を開設しております。 

まず、ことばの教室でありますが、神明小学校と長地小学校に開設しております。通級によ

る指導を行っておりましたが、本年度からは市内全ての小学校でことばの教室を実施するサテ

ライト教室の開設となっておりまして、現在３名の担当教員が指導に当たっているということ

で、本年度から１名、先生増やさせていただいたという状況でございます。 

また、ＬＤ等通級指導教室では、岡谷田中小学校と岡谷西部中学校を拠点に、３名の担当の

先生が市内の他校やサテライト校、要は市外の学校も守備範囲にしているという状況でござい

ますが、訪問をして児童生徒一人ひとりの状況に応じた支援や指導を行っているという状況で

ございます。 

○渡辺 太郎 議員 

ありがとうございました。ことばの教室、学習障害について御説明いただきました。特に学

習障害についてでございますけれども、岡谷田中小に子どもたちのほうから来てもらうという

体制だと思います。これは以前から課題となっていると認識しておりますが、小学校において

も複数の教員を配置していただけるように、ぜひ県へ要望していただいて、サテライト教室の

ような形で岡谷田中小以外でも実施できる小学校が一校でも増えるように御努力をお願いした

いと思います。要望いたします。 

 

◇丸山 善行 議員 

２ 小中学校における屋外トイレの意義について 

屋外トイレは、多くの場合、校庭での活動時に児童生徒がすぐに利用できる設備として利用

されています。また、休日には、学校が地域の活動拠点となり、クラブ活動や地域行事、スポー

ツ大会など、多くの市民が利用する場となっています。こうした状況を踏まえ、屋外トイレが

どのような目的で設置され、現在の学校運営や地域利用の中でどのような役割を担っていると

市が考えているのか、併せて市内小中学校における屋外トイレの設置状況、具体的には男女別

の有無、洋式・和式の別についてお伺いします。 

○白上教育部長 

小中学校の屋外トイレにつきましては現在８校にありますが、学校施設の屋外トイレとして

設置しているものと、社会体育活動の一環として少年野球チーム等が使用できるよう独自に設

置しているものがあり、いずれも主な目的は、休日や長期休業中に校庭等を利用する子どもた

ちや利用者のために設置しているものであります。いずれも設置された年代がかなり古く、老

朽化等により使用していないものも確認しております。また、市の財産台帳等で把握していな
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い簡易トイレ等につきましては、経緯が不明なものもありますが、使用できる屋外トイレにつ

いては、社会体育活動で利用する際に、スポーツ振興課が鍵を渡し、利用していただいている

ものもございます。このうち、男女共用トイレは３か所あり、校舎に隣接するトイレの中には

洋式のトイレもありますが、その他は和式トイレでございます。 

○丸山 善行 議員 

先ほどの答弁で、学校ごと設置状況にばらつきがあること、また、男女別になっていないな

ど現状が確認できました。一方で、屋外トイレが設置されていない学校では、日中の屋外活動

や休日の部活動、さらにはクラブチームや市民活動など多くの方が校庭を利用していますが、

そうした場合にどのようにトイレを済ませているのか疑問に思います。 

次の質問になりますが、学校現場から屋外トイレに関する利用で意見や課題認識が上がって

いるのか、また、児童生徒から屋外トイレ環境の改善に関する情報等聞いているかお伺いします。 

○白上教育部長 

児童生徒が学校の開設時間中に校庭等を利用する際には、校舎内のトイレを利用しておりま

して、屋外トイレを利用する頻度が少ないことから、特に意見や要望等は確認しておりません。 

○丸山 善行 議員 

分かりました。それで、先ほどのとおり、屋外トイレのない学校にあっては、様々な利用の目

的により多くの方が困っている状況にあると思います。また、実際に困っていても、声として

は上がっていない状況もあるのではないかと思います。 

次の質問になりますが、一部の学校では屋外トイレはあるものの、男女別となっておらず男

女共用のトイレで、以前より利用されている方から改善の要望が出ております。どの程度把握

しているのか、また、改善の余地は、予定はあるのかお伺いします。 

○白上教育部長 

一部の学校の屋外トイレが男女共用になっているものがあるということは承知をしておりま

すが、先ほども申し上げましたとおり、学校の教育活動として屋外を利用する際には、校舎内

のトイレを利用しておりますので、特に要望等いただいておりませんが、既存の屋外トイレを

社会体育活動等で休日に利用する際には、不便さ等があるのかなというふうに思っております。

また、校地内にある屋外トイレにつきましては、老朽化しているものが多い状況にありますの

で、学校施設の大規模改修等に合わせて、必要なものについては環境改善等を検討してまいり

たいというふうに考えております。 

○丸山 善行 議員 

分かりました。今の時代、なかなか男性と女性、同じ空間でトイレを使用すること、これは

様々な課題があると感じております。管理も含め、必要に応じてしっかりと対応していただき

たいと思います。 

次の質問になりますが、屋外トイレについては、老朽化、防犯上の不安、衛生環境、バリアフ

リー、冬季の寒さなど、様々な課題が指摘されています。市として、屋外トイレに関してどのよ

うな課題を認識しているのかお伺いします。 

○白上教育部長 

校庭等に設置されている屋外トイレにつきましては、簡易的なトイレや設置の経緯等が不明

なトイレ、老朽化により使用できないトイレもありますので、利用に関して様々な課題がある

というふうに認識しております。また、子どもたちが適切に管理されていないトイレを利用す

ることは、衛生面からも課題があるのではないかというふうに考えております。 

○丸山 善行 議員 

よく分かりました。文部科学省は、公立小中学校のトイレについて、洋式化、バリアフリー化
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を推進しており、本市の学校施設等長寿命化計画でも、計画的なトイレの洋式化について方針

が示されている状況であります。一方で、屋外トイレについては、国や本市においても明確な

ガイドラインが示されていないため、一定の方針を示していく必要があると考えます。 

次の質問になりますが、全国的に見ると、防犯や衛生面の観点から、屋外トイレを廃止し、屋

外からでも校舎内トイレを利用できる形で整備に移行する自治体も増えています。こうした動

向も踏まえ、本市として今後屋外トイレをどのように位置づけ、どのような方向性で改善を行

っていく考えなのかお伺いします。 

○白上教育部長 

屋外トイレにつきましては、その時代のニーズ等に応じて設置されているものでありますが、

防犯面や衛生面に関しては課題がありますので、休日や長期休業中の社会体育活動等でトイレ

を利用する場合には、校舎内のトイレを学校開放として利用できるよう、今後改修をする際に

は、可能なものについては外側への扉の設置などを検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○丸山 善行 議員 

分かりました。屋外で活動する場合は、どうしてもトイレを使用する機会が発生します。屋

外活動においても、学校のトイレを使用できる環境を整える必要があると私は感じます。例え

ば、神奈川県藤沢市の小糸小学校は、屋外からでも屋内トイレを直接利用できるよう改修され

ており、屋外活動におけるスムーズな利用が可能になっています。屋外トイレがない学校にあ

っては、屋外から直接屋内のトイレを利用できるようにする施設改修や、休日等の場合でも一

部の屋内トイレを利用できる仕組みにしていただければ、新たな屋外トイレの設置は必要なく、

屋外活動をされる方にとってはスムーズに利用できるようになり、安全に安心して快適なトイ

レを使用できる環境を整えることができます。 

最後の質問になりますが、市内小中学校における屋外トイレについて、今後どのような整備

計画を持っているのか、あるいは計画に位置づける考えがあるのかお伺いします。 

○白上教育部長 

屋内トイレに限定した整備計画というものはございませんが、学校施設として整備する必要

があるものは、本市の学校施設等長寿命化計画「ハード整備版」の中で個別に検討していきた

いというふうに考えております。 

○丸山 善行 議員 

今回の質問を通じ、屋外トイレは、屋外での活動、部活動、クラブチーム、地域利用におい

て、健康面、安全性、利便性、快適性に直結する重要な施設である一方、設置状況や管理、改修

方針等が示されておらず、課題があると感じています。学校ごとに状況が異なるため、一概に

最適な形は分かりません。その上で、屋外で活動する方がトイレに困らないよう、屋外トイレ

の在り方、整備方針を市として示していただき、学校施設長寿命化計画に反映させた上で、計

画的に必要に応じた改修や改善をしていただきますよう要望し、一般質問を終了します。あり

がとうございました。 

 

◇上田 澄子 議員 

１ 岡谷市の子育て支援について 

（２）学童クラブの利便性向上 

①岡谷市の学童クラブの登録者数と全児童数に対する登録者の割合 

学童クラブの登録者数と全児童数に対する登録者の割合について、令和３年度からの状況を

お聞きします。 
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②学童クラブの学校休業日の使用料。 

学童クラブの学校休業日の使用料についてお聞きします。 

〇両角教育担当参事 

学童クラブは、就労等により保護者が家庭にいない間、子どもたちを預かり、安全に過ごす

児童福祉施設として、市内全ての小学校内に開設しております。 

①岡谷市の学童クラブの登録者数と全児童数に対する登録者の割合について、令和３年度以

降の登録者数でありますが、各年度５月１日現在で、令和３年度635人、令和４年度634人、令和

５年度630人、令和６年度639人、令和７年度690人であり、横ばいから今年度は増加となってお

ります。また、全児童数に対する登録者数の割合は、令和３年度29.6％、令和４年度30.5％、令

和５年度31.2％、令和６年度32.3％、令和７年度35.7％と、利用率については増加傾向が続い

ております。 

次に、②の学童クラブの学校休業日の使用料でありますが、１日当たり600円を基本に、生活

保護世帯及び前年度の市町村民税非課税世帯のうち、ひとり親世帯は使用料を無料としており

ます。 

〇上田 澄子 議員 

 全児童数に対する学童クラブの登録者数の割合が増えてきているようですが、市はその理由

をどのように考えているのかお聞きします。 

○両角教育担当参事 

学童クラブは、働く子育て世帯を支援する施設でありますので、近年の利用率の増加につき

ましては、核家族化の進展に加え、育児中でも働く家庭が増えていることや、共働き家庭の増

加など、就労環境の変化が主な要因と分析をしております。 
〇上田 澄子 議員 

登録者数を見ますと、令和７年度はぐんと増えたようなんですけれども、令和６年度までに

ついては横ばいの状況のようです。ただ、児童の数が減っているということを考えますと、全

児童に対する割合としては年々増えてきていて、今年は35.7％ということで、子どもさんの３

人に１人以上が登録をしていらっしゃるということになると思います。これは大変大きな数字

だと思います。 

次に、②学童クラブの学校休業日の使用料についてですが、６段階ある階層で４つの階層が

同一料金の１日600円ということですが、夏休みなど長期の休みでは１か月の使用料が大変大き

くなり、保護者の負担が大きいという声も聞いております。 

そこで、２回目の質問になりますけれども、今年の８月を例に取っていただいて、学童クラ

ブを開設日の全ての日を利用した場合、８月の利用料は幾らになるのかお聞きしたいと思いま

す。 

○両角教育担当参事 

最初に、休日の利用については日額が600円、それから学校の登校日の月額は3,500円の利用

料となっております。本年度の夏休み中の開設日は平日が10日間、土曜日が２日間ありました

ので、これに２学期開始後の土曜日と月額の料金を加えると最大で１万1,900円となります。 

○上田 澄子 議員 

８月などは本当に学校休業日が多い月になります。学校休業日が少ないときは、その月額の

使用料の3,500円プラス600円の何日かとかいう形になると思うので、そんなに大して金額はの

さないと思うんですけれども、８月の場合、最大で１万1,900円というようなお答えになってお

りまして、保護者の方からお聞きしたときにも、非常に高額になって困るというようなお話を

聞いていたんですけれども、実際の額をお聞きしてとても驚きました。 
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３回目の質問になりますけれども、学校休業日が多い月では学童クラブの使用料が多額とな

るため、学校休業日の学童クラブ使用料を見直す必要があるのではと考えますが、これに対し

ての市の考えをお聞きいたします。 

○両角教育担当参事 

夏休み中の利用日数の実績としましては、本年度の平均は５日でありますので、夏休み中、

御家族でお出かけされた方もおられるのかなというふうに思っております。現在設定している

料金につきましては、令和６年度から適用しているもので、３年に一度の使用料等の一斉見直

しの際に、物価上昇等の影響がある中で、子育て支援の観点から据置きとしたもので、受益者

負担の原則に基づき、適正な料金と考えております。 

○上田 澄子 議員 

平均５日ということですので、今回お聞きした金額にはならないかと思いますけれども、学

校休業日にも学童クラブを利用されている方、それぞれに結構いらっしゃると思います。 

学童クラブを休業日にもやっていただいているということで、親にとっては大変ありがたい

と思いますけれども、安心して仕事に専念できるという点でもとてもありがたいとは思うんで

すが、１日ごとに使用料がかかるということですので、多く利用すると高額になると、親にと

っては大きな負担となります。子育て支援を進める政策の充実のためにも、ぜひ日額の学校休

業日の使用料について、今後も検討をお願いしたいと思います。 

 

３ 小中学校における主催者教育について 

（１）岡谷市における主催者教育の取り組み 

小中学校における社会への関心、当事者意識の育成など主権者教育について、岡谷市の取り

組み状況をお聞きします。 

○宮坂教育長 

私からは、大きな３番、小中学校における主権者教育についての(1)岡谷市における主権者教

育の取り組みについてお答えいたします。 

義務教育段階における主権者教育に関しましては、国において、国や社会の問題を自分の問

題として捉え、自ら考え、判断し、行動していく主権者を育成していくこととされており、現行

の学習指導要領はこうした視点を含めて、主体的な学びとして日々の教科活動等に生かされて

おります。 

本市の小中学校における具体的な取り組みとしまして、小学校では、６年生の社会科におい

て、租税や国や地方公共団体について学ぶ単元があり、国や地方公共団体の役割、選挙の仕組

みや市議会など、身近な事例を通じた学習を行っております。また、中学校では、社会科の公民

的分野の中で、現代の民主政治の歴史や選挙により国民が政治に参加すること等を学ぶ単元が

あり、民主政治の推進や公正な世論の形成、選挙の意義や政治参加がより詳しく扱われるなど、

中学生の段階に応じた学習を行っております。 

○上田 澄子 議員 

主権者教育については、政治や社会問題に対する理解を深め、社会への参加意識を高めるこ

とを目的の一つとしていると思います。そして、教育課程全体での取り組みが必要と考えます。

この点で、限定的な教科だけでなく、いろいろな教科や教育課程での取り組み、連携は十分に

取る必要があるのではないかと考えます。 

２回目の質問になりますが、小中学校においては限定的な教科だけでなく、いろいろな教科

や教育課程での取り組み、連携が必要と考えますが、市の考えをお聞きいたします。 
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○両角教育担当参事 

 教科活動以外にも、小学校の児童会や中学校の生徒会の選挙の中で、選挙管理委員会から実

際の選挙に使う投票箱を借用して投票を行う学校もあり、税に関する標語や作文、ポスター等

の作成を通じて租税への理解を深めている学校もあります。また、子どもたち自身の興味や関

心の中で、市役所の出前講座を利用して地方自治の仕組みや社会の参画することの意義を学ぶ

機会もあり、そのほか昨年度の中学メッセに参加いただいた市議会ブースでは、市議会の役割

や仕事を生徒の皆さんが学ぶ貴重な機会となっており、これらの多面的な取り組みを通じて、

子どもたちに主権者としての自覚や意識、社会に参画する姿勢などが少しずつ育まれていくも

のと考えております。今後も引き続き関係機関等と連携して取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○上田 澄子 議員 

日本では18歳に選挙権が引き下げられたにもかかわらず、若者の投票率はとても低い状況で

す。この問題については、教育現場での取り組みが十分とは言えないのではないか、政治的、社

会的に対立する問題を取り上げることが避けられてきた結果、政治的判断を訓練する機会が不

足しているのではないか、若者が自らの意見を形成し、政治に参加するための力が育まれにく

くなっているのではないか、そういったことも１つの原因になっているのではないかと考えま

す。主権者教育の充実を図り、子どもたち、若者が自ら考え行動する力を育む教育が求められ

ていると思います。 

 

◇小松 壮 議員 

１ 中学生期の生徒に対する教育（勉強）の考え方について 

９月に行われました岡谷南部中学校の文化祭、第41回南中祭にお邪魔をいたしました。その

日の日程は、意見文発表会からで、５名の生徒の意見文をお聞きすることができました。皆さ

ん個性あふれる内容で大変に勉強になりましたが、その中の１人の生徒の意見文が私には特に

印象に残り、いろいろと考えさせられました。 

題名は、勉強との終わらない闘いでありました。勉強が嫌いになったという内容でありまし

たが、勉強に対する考え方や心の変化などがしっかりと整理がされており、文面の最後には、

こういった勉強方法や考え方を変えることによって、また勉強が好きになるかもしれないと１

つの希望も述べられております。こうした悩みは、１人の生徒だけではなく、多くの生徒が同

じような悩みを抱えているのではないかと感じました。もちろん私も勉強は苦手だったので、

同感する部分が非常に多くありました。 

そこで、この意見文から読み取れる生徒が抱える悩みや疑問に対して、教育委員会の考え方

をお聞きしたいと思います。 

まず初めに、意見文の内容を皆様に御理解いただくために朗読をさせていただきます。この

意見文の取扱いにつきましては、教育長、教育委員会、岡谷南部中学校学校長、そして生徒本人

の承諾をいただいておりますことをお伝えしておきます。 

それでは、朗読をいたします。 

勉強との終わらない闘い。２年生であります。 

まず初めに、今の僕は勉強が嫌いです。なぜかというと、理由は簡単です。中学生になり、一

気に勉強のレベルが上がり、難しくなったから。今の自分は勉強が嫌いなのです。皆さんは勉

強が好きですか。僕は皆さんも勉強が嫌いだと思っています。好きで勉強をやっている人は多

くないと思います。 

しかし、昔の自分はそうではなく、特に嫌いではありませんでした。なぜかというと、小学生
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の頃は、社会などで新しいことを知ることがとても楽しかったですし、理科では好きだった昆

虫の学習など、いろいろなことに夢中でした。ですが、年齢が上がるうちに勉強が難しくなり、

いつからか勉強は作業や仕事に変わりました。そして、テストの点数などが重視されるように

なり、勉強の難易度が急に上がりました。この出来事があってから、勉強が好きから嫌いにな

ったのです。 

このことは将来どう役立つのか、覚えることに意味はあるのだろうか、なぜ学ぶ必要がある

のかと考え始めた僕がいました。授業中に先生に、将来きっと役に立つよなどと言われても、

自分は唖然としてしまい、先生は本当のことを言っているのかと思いました。そして、勉強内

容に興味や関心が持てなくなり、学習への目的や目標がはっきりとしないため、もはや作業と

化して思考停止状態で学習に取り組む僕がいて、勉強することへの違和感を覚えました。さら

には、テストの点数や間違いを家族や先生に指摘され、経験から僕は失敗を恐れるようになり、

もう二度と挑戦したくない、やりたくないという気持ちになってしまいました。 

そこで、僕はインターネットを利用して、全国の中学２年生がどれだけ勉強が嫌いかのアン

ケートを見てみることにしました。その結果、僕が見たものは、１年前よりも学習時間を減ら

す子どもが５から６割いるということです。このことから、中だるみなどで学習離れが起きや

すいと分かります。勉強が嫌いかのアンケートでは、小学生は２から３割の人が嫌いと答え、

中学生では約６割の人が嫌いと答えました。以上のことから、年齢が上がることに勉強が嫌い

な人が増えていることが分かります。ですが、ここで重要なことは、勉強が嫌いだった人で好

きに変わる人が１割いるということです。その勉強が嫌いから好きに変わった人は、学習時間

が増加し、成績が上昇したと言えます。 

このアンケートの結果から言えることは、勉強が嫌いになる人が多い一方で、主体的に学ぶ

ことで勉強が好きになる可能性があるという事実です。だから、僕も再び勉強が好きになるか

もしれません。これらのことから、僕が勉強が嫌いという気持ちは変わらないかもしれません。

変わることがあるかもしれません。ですが、時々このまま勉強が嫌いなままで、勉強ができな

くなってもいいのかと思うこともあり、将来僕の身の回りの人が、僕が勉強ができない、嫌い

なだけで不幸にさせられるかもしれません。だから、勉強が嫌いなままでもいいのか、いや、こ

のまま逃げ続けていいのかと悩んでいます。 

今、自分が変われば、将来身の回りの人を幸せにできると思います。なので、勉強のやり方を

変えて試してみることで、勉強が好きになるかもしれない。そして、点数だけを追ったりする

のではなく、本当に知りたいことを見つけ、自分なりに考え、学んでいきたいです。将来自分や

自分の周りの人々を幸せにするように頑張ります。以上ですと締めくくられております。 

質問に戻りますが、今回質問させていただくに当たり、意見文の内容を私なりに分類し、９

つに分けてみました。その上で、同じような内容のものは１つの質問とし、６つの質問及び総

括質問１つを含め７つの質問をさせていただきます。 

まず初めに、９つに分けたうちの分類１、２、３を１つの質問といたします。 

ここでポイントとなる内容を拾ってみました。分類の１、勉強が嫌いになった理由でありま

す。①中学生になり一気に勉強のレベルが上がり難しくなった。②好きで勉強している人は多

くいないと思う。 

分類の２、小学生時代は勉強が好きだった理由であります。①社会科では新しいことを知る

ことがとても楽しかった。②理科では好きだった昆虫の学習などいろいろ夢中だった。 

分類の３、中学生になって勉強が好きから嫌いに変わった理由であります。①テストの点数

が重視される。②勉強の難易度が急に上がってきた。 

以上の内容より、質問として中１ギャップに対する考え方と対応についてお聞きをいたしま
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す。 

中１ギャップとは、小学校から中学校へ進学した際に、新しい環境にうまく適応できず、学

習面、友人関係、生活面などでつまずきが生じる現象とされておりますが、今回は勉強におけ

る中１ギャップの考え方と対応状況についてお聞きをいたします。 

この生徒は２年生でありますが、分類のポイントから読み取れる課題や問題点は中１ギャッ

プと類似していると私なりに判断をしましたので、この質問とさせていただいております。 

○宮坂教育長 

私からは、大きな１番、中学生期の生徒に対する教育（勉強）の考え方についてお答えいたし

ます。 

中学校への進学は、生徒たちにとって環境、人間関係、そして学習内容が大きく変わる人生

における大きな節目であります。作文にも勉強が難しくなったという率直な気持ちが書かれて

おりましたが、まさにこの学習環境の変化に伴い、中学校に入ってから学習につまずきが生じ、

苦手意識を持つようになる現象を中１ギャップと認識しております。 

この中１ギャップ、特に勉強面でのつまずきを最小限に抑えることが、その後の学習意欲と

成長の保障に直結すると考えております。特に、現在推進しております川岸学園構想のように、

異年齢の交流や教職員の小中相互乗り入れを通して、校種を超えた切れ目のない支援を行うこ

とが重要であると考えております。小学校と中学校が連携し、学習の進め方や評価の在り方を

共有することで、円滑な移行と、つまずきを早期に発見し、支援する体制を強化していきたい

と考えております。 

○小松 壮 議員 

インターネットなどで調べますと、中２の壁という表現もあるようですが、勉強以外にもい

ろいろなことが複雑化してくる難しい年代であることも間違いございません。そういったいろ

いろな状況も理解をしながら質問をさせていただきます。 

次の質問ですが、分類の４として、勉強の必要性や意味についての質疑に触れられておりま

す。ポイントとしては、①将来どのように役立つのか、②なぜ学ぶ必要があるのか、③先生は将

来きっと役に立つよと言うが、信じられない。 

以上のことより、質問として、なぜ勉強が必要なのか、勉強が将来どのように生きてくるの

か、生徒への指導方法をお聞きいたします。 

○宮坂教育長 

子どもたちがなぜこんなに難しい勉強をしなければならないのだろうか、この知識が将来何

の役に立つのだろうかと考えるのは、非常に自然で大切な問いかけであると思います。私も中

学校時代、高校時代、何度もそんなようなことを自責いたしました。 

勉強とは、単に知識や技術を詰め込むことではございません。もちろん知識は社会で活躍す

るための道具として非常に重要であります。しかし、もっと大切なことは、この道具を使いこ

なし、自ら考え、判断し、表現する力を磨くことだと思います。人生には答えが１つではない、

予測のつかない課題が次々と現れます。勉強を通じて難しい問題に立ち向かい、粘り強く考え

抜く経験を重ねることで、子どもたちは生き抜く力を身につけます。 

作文にもありますように、もし今勉強の楽しさが分からなくても、それは大丈夫です。勉強

で得た思考力、判断力、表現力は、子どもたちが将来どんな職業に就き、どんな道を選んだとし

ても、必ずや未来を切り開く力となり、有用感に満たされた幸せの実現につながると確信して

おります。学校では、この何のために学ぶのかという教育理念を、日々の授業や様々な体験活

動を通じて子どもたちに繰り返し語りかけ、学習への動機づけを行っておるところであります。 
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○小松 壮 議員 

次の質問ですが、分類の５、失敗からの恐怖心について、心の変化が表現をされております。

ポイントとしては、テストの点数や間違いを家族や先生に指摘をされて、失敗を恐れるように

なり、二度と挑戦したくない、やりたくないという気持ちになったと言っております。 

以上のことより、質問として、テストの点数が気になる生徒や、勉強が苦手な生徒への指導

方法はどのように行っているのかお聞きをいたします。 

○宮坂教育長 

市といたしましては、個々の能力、適性に応じた教育を実践するため、きめ細やかな学習支

援体制を構築しております。その具体的な取り組みとして、中学２年生の希望者を対象とした

放課後の学習支援事業、岡谷子ども未来塾を実施しております。ここでは、学習支援ソフトと

地域人材を効果的に活用し、生徒たちが自分のペースで学び直し、自らやる気を引き出せるよ

う、そのような環境を提供しておるところであります。 

また、小学校段階からのつまずきの芽を摘むために、夏休みには小学校５年生版の未来塾を

各校２回開催し、特に苦手意識を持ちやすい算数の学習支援を集中的に行うことで、基礎学力

の定着を図っております。さらに、学校教育においては、学習評価の在り方も見直されていま

す。知識、技能の習得状況だけでなく、学習に向かう姿勢や課題解決に取り組む過程も含めて、

より一体的に評価する方向性が示されており、点数だけにとらわれず、生徒の努力や成長のプ

ロセスを丁寧に評価し、そして励まし、次なる意欲へとつなげる指導を徹底していきたいと考

えております。 

○小松 壮 議員 

次の質問ですが、分類の６、勉強に対する考えをネット検索した結果について触れられてお

ります。ポイントとしては、①中学１年生から２年生へと学年が上がるにつれて、学習離れが

起きやすくなっている。②勉強が嫌いかの回答には、小学校で２から３割、中学生では６割の

人が嫌いと答えているとされております。 

ここで質問ですが、中学生になると、学年が上がるにつれて勉強への苦手意識が増している

ことについて、どのように捉えているのか、お考えをお聞きいたします。 

○宮坂教育長 

学年が上がるにつれて学習内容が高度化し、抽象的になり、また前の学年の内容が積み重な

っていくため、一度つまずくとリカバリーが難しくなるという構造的な問題であると認識して

おります。この苦手意識の増加が教育の現場の深刻な課題であると捉えています。そのため、

ＧＩＧＡ端末などのＩＣＴを活用し、生徒一人ひとりの進路や理解度に応じた個別最適な学び

を追求し、生徒にはきめ細やかな個別支援を行うことで、「分からない」を「分かった」に変え

る成功体験を積み重ねることが重要だと考えております。 

○小松 壮 議員 

次の質問です。分類の７、勉強が好きになる可能性について、ここで少し前向きな考え方が

触れられております。 

ポイントとしては、①勉強が嫌いだった人が好きに変わった人も１割はいて、そういう生徒

は学習時間も増え、成績も上昇している。②主体的に学ぶことで勉強が好きになる可能性があ

るという事実に触れられており、僕も再び勉強が好きになるかもしれないと言っております。 

以上のことより、質問として、主体的な学びの考え方と教育現場での現状についてお聞きを

いたします。 

○宮坂教育長 

主体的な学びとは、子どもたちが自ら課題を見つけて、その解決に向けて粘り強く取り組む



18 

 

学びでございます。作文の生徒も、主体的に学び、勉強が好きになれる人になりたいと願って

おり、まさにこの生徒の願いこそが学習指導要領や私たちが目指す姿でございます。 

教育現場における現状としては、従来の知識を身につけたかから、学んだことを活用して何

ができるかを評価する方向へと転換しています。思考力、判断力、表現力といった知識を使い

こなすための資質、能力の育成を重視した授業改善を推進してまいります。 

具体的には、授業の中で課題設定、情報収集、対話や協働を通じて解決策を導き出す活動を

増やし、生徒が自ら学びを深めるプロセスを重視しています。また、次期ＧＩＧＡ端末の整備

等、教育ＤＸの推進により、情報技術を駆使して生徒自身が学習をデザインし、探究していく

環境を整備していくところであります。 

○小松 壮 議員 

次の質問で、意見文に対する質問の最後となります。 

分類の８と９を１つの質問といたします。 

分類の８では、このままの自分でよいのかという不安を抱えていると表現されております。

ポイントとしては、①勉強が嫌いなままでよいのか、②このまま逃げ続けてよいのか悩んでい

る。分類の９では、今後の勉強に対する考え方と望みについて触れられております。ポイント

としては、①今自分が変われば、将来身の回りの人を幸せにできると思う、②勉強のやり方を

変えれば勉強が好きになるかもしれない、③点数だけを追うのではなく、本当に知りたいこと

を見つけ、自分なりに考え、学んでいきたいと言っております。 

以上のことより、質問として、生徒の可能性をどのように引き出してやることができるのか、

お考えをお聞きいたします。 

○宮坂教育長 

生徒の可能性を引き出す鍵は自己肯定感、つまり自分は役に立っている、必要とされている

と感じる有用感に満たされた幸せの実現であると思います。そのために２つの取り組みが挙げ

られます。 

１つ目は、多様性を包み込む学校づくりです。いじめ根絶子ども会議やＳＯＳの出し方教育

など、いじめ根絶に向けた取り組み等を通じて、命の尊厳や平和の大切さを学び合い、互いを

認め合える良質な学校風土の醸成に努めます。生徒が安心して自分らしさを発揮できる環境が

可能性を開花させる土壌となります。 

２つ目は、岡谷の人づくりの理念に基づき、学校の力、家庭の力、地域の力、そして行政の力

が連携して生徒の力を支えることであります。地域に支えられ、地域とともに歩む学校づくり

や、ウェルビーイング実践校ＴＯＣＯ－ＴＯＮへの挑戦を通じ、生徒が様々な経験をし、多角

的な視点から自分の才能を発見できる機会を創出していきたいと考えております。 

○小松 壮 議員 

子どもたちの多様性にどのように応えていくのか、また、個性を生かしてやる教育はとても

重要な観点であると思います。一通り答弁をいただき、意見文から読み取れる悩みや疑問に対

して、一定の整理がつきました。教育現場ではきめ細かくいろいろな面において配慮がされ、

子どもたちの教育が日々行われていることが理解をできました。 

最後に、総括として、子どもに寄り添った教育方法や考え方についてお聞きをいたします。 

○宮坂教育長 

子どもに寄り添う教育とは、まさにインクルーシブ教育の精神であり、多様性を包み込む学

校づくりの推進にほかなりません。困難さを抱える児童生徒や不登校の生徒に対し、教育支援

センターの拡充や特別支援教育支援員の加配など、個別のニーズに応じた支援を充実させるこ

とで、誰一人取り残さない学びを実現していくことが大切であります。 
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また、作文にある本当に知りたいことを見つけ、自分なりに考え、学んでいきたいという切

実な願いについて、私どもは均等を目指すのではなく、個性の尊重と成長の保障を目指したい

と考えております。人は皆、得意なこと、苦手なことがございます。教育の役割は、苦手な部分

を支援し、基礎・基本の資質、能力を確実に保障しつつ、むしろ生徒一人ひとりの持つ得意な才

能や興味、関心を最大限に伸ばすことであります。得意なことをとことん突き詰めることで、

自身と自己肯定感を育み、その力が苦手な分野にも立ち向かうエネルギーとなります。 

ウェルビーイング実践校ＴＯＣＯ－ＴＯＮへの挑戦も、全ての児童生徒が心身ともに満たさ

れ、自分らしく輝ける教育を目指す本市の決意であります。不易と流行という言葉がございま

す。流行は変わっても、私はいつの世も教育は人と人とのつながり、結びつきが一番大事だろ

うな、そう考えておるところであります。私たちはまさに目の前の子どもたちに寄り添い、そ

の子らしさを大切に育む教育をこれからも全力で推進していきたいと考えております。 

○小松 壮 議員 

教育長より全ての回答を頂戴いたしました。生徒の目線に立ってすばらしい答弁をいただけ

たものと私は思っております。心より感謝を申し上げます。 

寄り添った教育とは、いろいろな考え方があると思いますが、先生が一人ひとりの子どもと

いかに真剣に向き合い、愛情を注ぐことができるのか。また、先生はいかに生徒と深い信頼関

係を築くことができるのか。やはり基本的なものは心と心の関係であると私は思います。 

最近、時代の変化かとも思いますが、先生が自分の思うように生徒たちに指導ができないこ

とや、心の底から生徒と向き合えていないような様子もお聞きいたします。大変な時代かとも

思いますが、先生方も楽しく生徒の指導に当たってほしいと思います。 

今回、少し変わった角度からの一般質問をさせていただきましたが、多くの質問に対して丁

寧な御回答をいただきありがとうございました。今回の回答は、教育委員会としての考え方で

ありますので、イコール学校の考え方や担任の先生の考え方とは結びつかない面もあるのかと

は思いますが、基本的な教育の考え方として示していただいたものと思っております。 

結びになりますが、意見文の最後に、将来自分や自分の周りの人々を幸せにするように頑張

ります。以上ですと締めくくられております。この言葉に私はとても感動いたしました。 

ここで、少し私の経験から言葉を贈るとすれば、人のために何かができる人間になるには、

人一倍いろいろな経験をしてほしいと思います。いろいろなことに挑戦してください。失敗す

ることも大きな宝です。また、多くの仲間をつくってほしいと思います。勉強も自分の知識を

養うことによって、人を助けることもできるでしょう。生きていく上での経験は何一つ無駄な

ことはありません。以上のことが人を助けるための大きな力となると私は考えております。 

この意見文を作成した生徒はもとより、同じ悩みを抱えている生徒の皆様が一日も早く悩み

から抜け出し、中学校生活を楽しんでいただきたいことを願っております。 

 

◇花岡 健一郎 議員 

１ 小中学生の交通安全対策について 

全国的に見て小中学生の登下校の交通事故が発生しております。岡谷市内における小中学生

の登下校の状況についてお聞きします。 

〇白上教育部長 

警察庁の資料によりますと、全国の中学生以下の子どもに関する交通事故は、令和７年度上

半期で867件、令和５年度以降、ほぼ横ばいで推移しておりますが、子どもの総数は年々減少し

ておりますので、子どもに関する交通事故の割合につきましては、総体的には増加傾向にある

と受け止めております。 
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こうした中、市内小中学校の児童生徒に関する登下校時の交通事故につきましては、令和７

年度は11月末時点でゼロ件でありますが、昨年度につきましては、小学生が１件、中学生が１

件の報告を受けており、いずれも下校時の交通事故でありました。事故内容としましては、学

校近くの市道の歩道から車道に飛び出してしまい、自動車と接触した事例、また、歩行者、自動

車双方の不注意により、横断歩道上で接触した事例がありましたが、いずれも大きなけがには

至っておりません。 

〇花岡 健一郎 議員 

まず、大きい１番の小中学生の交通安全対策についての２回目の質問をいたします。 

小中学生が自転車に乗るときのヘルメットの着用の状況や、着用指導について、学校ではど

のように行われているのかお聞きいたします。 

〇白上教育部長 

自転車乗車時のヘルメットの着用につきましては、令和５年度に施行された改正道路交通法

により、子どもたちも着用が努力義務化されたことを受け、学校では機会を捉えて着用の啓発

と交通安全指導等を行っております。特に、小中学生につきましては、休日や夏休みなどの長

期休業中に自転車に乗る機会が多くなりますので、学校で行う自転車教室や長期休業前に家庭

に配布する生活のしおり等を通じて、必ずヘルメットを着用するように徹底を図っており、家

庭の御理解の下、市内小中学生につきましては、ほぼ全員が着用をしております。 

○花岡 健一郎 議員 

登下校を見守っているボランティアの方が年々少なくなっているように感じております。登

下校見守り活動における課題をどのように捉えているのか、市のお考えをお聞きします。 

〇白上教育部長 

地域の子どもたちの登下校を見守る見守りボランティアの皆さんは、日頃から子どもたちの

登下校時に優しい声かけや交差点の誘導等の見守り活動を行っていただいておりまして、子ど

もたちの安全を守る地域の皆様に大変感謝しているところでございます。しかしながら、最近

は見守る皆さんの高齢化や定年延長等により、地域の若手が探しにくいなど、世代交代がなか

なかできないことが課題と伺っております。 

登下校時の見守り活動につきましては、子どもたちの安全な登下校を守るために大切な取り

組みでありますので、市教育委員会としましても、学校や保護者、地域等と連携しまして、子ど

もたちの安全な登下校を支える環境を守っていきたいなというふうに思っておるところでござ

います。 

○花岡 健一郎 議員 

 通学路の交通安全対策の取り組み状況についてお尋ねいたします。 

〇白上教育部長 

登下校時の通学路の交通安全対策につきましては、令和７年３月に策定した第５次岡谷市通

学路交通安全プログラムに基づき、市道等の安全対策等を計画的に進めております。本年度は

計画に位置づけた市道７か所の安全対策工事を実施する予定でございます。そのほか、県道下

諏訪辰野線の拡幅事業により、川岸小学校より西側の県道に歩道が設置される事業も進められ

ており、引き続き各道路管理者や警察等と協力して通学路の交通安全対策を推進してまいりた

いというふうに考えております。 

○花岡 健一郎 議員 

 小中学生の交通安全対策について、最後に５回目として、学校から家庭への通学路上の危険

箇所について、周知の状況についてお聞きいたします。 
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〇白上教育部長 

通学路には、道路の交通安全のほかにも、大雨の際に危険な河川やふだん人目につかない箇

所など、防犯上危険な場所がありますので、各校で通学区域内の危ない場所や近寄ってはいけ

ない場所、緊急時に子どもたちが逃げ込むことのできる安心の家等を地図に示した子どもを守

る地域安全指導マップを毎年作成しておりまして、家庭への周知や集団下校訓練の際に、子ど

もたちによる場所の確認等を行っております。また、学校付近で不審者やクマなどの獣の目撃

情報があった場合には、警察が発信するライポくんアプリや市教育委員会、学校からの保護者

に発信する通信アプリすぐーる等を活用して、迅速な情報提供に努めているところでございま

す。 

○花岡 健一郎 議員 

これから年末ということになりまして、世の中がせわしくなるわけでありまして、そうした

中で、お互い車の運転については十分に気をつけたい、そのように思います。 

◇中島 秀明 議員 

２ ＧＩＧＡスクール第二期 ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）について 

（１）ＧＩＧＡスクール第二期ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の概要 

令和元年度からの全ての児童生徒に１人１台のタブレット端末と高速大容量の通信ネットワ

ークの整備をするＧＩＧＡスクール構想で、本市の全小中学校においてもその基盤が整備され

てきましたが、さらに進化したＩＣＴの利活用による教育環境に向けた整備と、その活用を目

指したＧＩＧＡスクール構想第二期のＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）の概要についてお聞

きします。 

（２）岡谷市小中学校情報機器等整備計画の進捗状況 

ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）で本市でも岡谷市小中学校情報機器等整備計画が令和６

年度からの５年間を期間に策定され、それぞれの取り組みが行われていますが、計画に照らし

た取り組みの内容と進捗状況をお聞きします。 

（３）岡谷市におけるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の展開 

第１期となるＧＩＧＡスクール構想では、タブレット端末と通信ネットワークの整備に加え

て、ＩＣＴ活用による授業の促進を目標に上げていましたが、第２期のＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想

では教育現場でＩＣＴ環境をより実戦的に展開することで、広範囲におけるＩＣＴの利活用を

目指すとしています。本市の教育におけるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想に基づくＩＣＴの利活用につ

いてお聞きします。 

○両角教育担当参事 

初めに、(1)ＧＩＧＡスクール第二期ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の概要につい

てであります。 

ＧＩＧＡスクール第二期となるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）につきましては、全国一

斉に導入が進んだ第１期の１人１台端末と、校内に整備した高速ネットワーク環境を基盤に、

端末の更新とさらなる高速ネットワーク化等を通じて、教育の質を一層高めることを目的とし

ております。 

国では、第１期の運用を通じて、端末やバッテリー等の破損や更新への対応、校内ネットワ

ークの能力強化やＩＣＴ機器活用の地域差等の課題を踏まえ、端末の計画的な更新と予備機の

確保、校内ネットワークの整備やＩＣＴ支援員の配置拡充、研修の充実等をパッケージ化し、

ＩＣＴ教育の充実に向けた方針をまとめ、指針等が示されております。併せて、デジタル教科

書の本格実施や、全国学力・学習状況調査の端末を活用したＣＢＴ調査の実践、校務の効率化

につながる教育ＤＸの観点など、ソフト面も含めてＩＣＴ教育環境を構築することで、教育の
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質の向上を図ることを狙いとしております。 

次に、(2)岡谷市小中学校情報機器等整備計画の進捗状況についてであります。 

令和７年２月に策定した岡谷市小中学校情報機器等整備計画は、国に策定要領に基づき、端

末の整備・更新、ネットワーク整備、校務ＤＸ、１人１台端末の利活用に係る計画の４項目によ

る計画で構成しており、本年度から計画に基づく１人１台端末の更新や、学校情報機器等の更

新に合わせた校務ＤＸの推進等に取り組んでいるところであります。 

主な進捗状況につきまして、更新端末は昨年度において選定したｉＰａｄの調達に向け、現

在、県の共同調達を利用した契約手続が完了し、配備のできた学校から順次セッティング等の

作業を行い、新年度から活用していく予定であります。また、学校の情報機器等については、11

月に機器更新がおおむね完了し、教職員用のパソコン等が新しい機器に切り替わったほか、県

の統合型校務支援システムＣ４thを８月に導入し、移行期間を経て運用が始まっており、校内

データ保存のフルクラウド化の環境が12月から始まるなど、計画に基づく取り組みを推進して

おります。 

続いて、(3)岡谷市におけるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の展開についてであり

ます。 

令和３年度から本格運用が始まった１人１台端末をはじめ、現在の小中学校では様々な場面

で情報機器を活用して学ぶ環境が整ってまいりました。こうした基盤をベースに、ＧＩＧＡス

クール構想は第二期へと移行してまいりますが、本市における１人１台端末の利活用の考え方

につきましては、小中学校情報機器等整備計画において、今後も１人１台端末が児童生徒の個

別最適な学びと共同的な学びのツールとして、安全で有効に活用できる環境づくりを進める必

要があると位置づけており、この考え方が基本となります。また、情報機器等の活用の場面に

つきましても、校内の授業等での活用のほか、今後は放課後や家庭学習での活用など、さらに

活用の幅が広がっていくものと考えており、第２期の環境整備を通じて、子どもたちの情報活

用能力をさらに高める教育を推進してまいりたいと考えております。 

○中島 秀明 議員 

(1)ＧＩＧＡスクール第二期ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）構想の概要です。 

国が目指すＧＩＧＡ構想の概要については、およそ分かりました。さらに質問を続けたいと

思います。 

２回目の質問に入ります。 

ＧＩＧＡスクール構想との違いをお聞きしたいと思います。ＧＩＧＡスクール構想は、タブ

レット端末と通信ネットワーク環境の整備という、いわばハードウエア的な要素が強く、それ

ゆえ教える側の教師も含めた教育現場ではツールとしての意味合いが強く、次世代を担う子ど

もたちに新たな教育フィールドの提供という部分があまり見えなかったように思います。 

ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想は、これまでとどんな違いがあるのかお聞きしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

まず、違いという部分で御質問いただきましたけれども、第１期、第２期は同じ同軸の流れ

の中で、次の時代につないで拡張や整備をしていくということでございますので、そうした流

れの中で制度的な違いについてお答えをさせていただきます。 

まず、第１期の端末の導入に関して、国の補助１台４万5,000円の定額というような内容でご

ざいました。第２期については１台５万5,000円を上限にということで、こちらのほうが変更さ

れております。また、全国で端末の故障や修繕が頻発していたことから、更新により導入する

台数につきましては、児童生徒数分に15％分の予備機を加えて整備する点が条件に加わってお

ります。また、更新に当たって、国の補助を活用するためには、市町村に情報機器等整備計画、
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先ほど御答弁した計画でございます、この策定が求められ、この点も第１期との相違点でござ

います。更新する端末のスペックに大きな変更点等はございませんけれども、いわゆるタブレ

ット本体とキーボードに加えまして、今回はタッチペンを標準装備することが条件となってお

ります。 

○中島 秀明 議員 

方向性が同じで、中身の制度が違うという、そんな状況は分かりました。 

そうなってくると、ＮＥＸＴ ＧＩＧＡで目指す教育の形というのも、最初のＧＩＧＡスクー

ル構想で目指す形と同じなのかなという気がするんですけれども、その違いについてどんなも

のか、ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想で目指す教育の形ってどんなものか、どんな教育をしていくのか、

お聞きしたいと思います。 

〇両角教育担当参事 

国においては、ＧＩＧＡスクール第二期として、１人１台端末の整備を図り、学校の情報機

器等の活用を通じて情報活用能力を高め、一人ひとりに最適化された質の高い学びを実現する

ことを目指しております。具体的には、児童生徒の理解度や学習状況に応じた個別最適な学び

の実践、各教科において端末を通じた意見の共有や共同編集などによる共同的な学びの充実、

デジタル教科書や学習ログの活用のほか、校務のデジタル化等による教職員負担の軽減などが

主な取り組みとなります。これらによりＩＣＴを基盤とした持続的で質の高い教育活動を展開

し、全国各地の子どもがより深い学びと確かな成長を実現できる環境を整えていくことがＧＩ

ＧＡスクールの第二期が描く教育の姿ではないかと考えております。 

○中島 秀明 議員 

ＧＩＧＡスクールの第二期が目指す方向は分かりました。 

次の(2)岡谷市小中学校情報機器等整備計画の進捗状況についてお聞きしたいと思います。 

 先ほど答弁で状況は分かりましたが、幾つかお聞きしたいと思います。 

２回目の質問になりますけれども、ＧＩＧＡスクール構想で取得したタブレットの処分につ

いてお聞きしたいと思います。ＧＩＧＡスクール構想で購入したタブレット端末、これはウィ

ンドウズのＯＳですが、約3,500台あると記憶しています。この処分については、再利用という

か、転用するものと廃棄処分するものがあると以前説明があったと思います。現在予定してい

る処分の詳細についてお聞きしたいと思います。また、廃棄する際の費用などについてもお聞

きしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

本市の整備計画において、現在使用している第１期の端末については、国の策定要領に基づ

きまして、学校以外の公共施設での再利用を検討することを位置づけてまいりました。約150台

というような計画でございます。本年度において関係課と協力しながらこの検証を行ったとこ

ろ、端末のハードディスクの容量が少なく、一般的な業務に使用することは難しいことが分か

ってまいりました。計画では、再利用できない端末については、小型家電リサイクル法に基づ

く認定業者に処分をして、適切な再資源化を図る予定でございます。端末に含まれるレアメタ

ル等の回収による資源の再利用や環境負荷の低減に努めていきたいというところでございます。 

それから、もう一つの質問で処分の費用ということでございます。これは現在、今年度まで

使っておりますので、その費用的な部分については、令和８年度に予算等でお示しする状況が

あったら明らかにさせていただけるかと思いますので、今のところは数値化したものはござい

ませんので、よろしくお願いいたします。 
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○中島 秀明 議員 

 処分の内容は分かりました。 

それについてお聞きしたいんですけれども、補足的な質問になるんですけれども、先般の渡

辺議員は防災ラジオの代替となるデジタル装置の課題の質問をされていました。私たち会派で

も視察したところでは、例えば宮崎県の都農町では、タブレットを高齢者に貸与して、行政と

のコミュニケーションツールとして利用していました。長野県の信濃町では、きづなパートナ

ーとして、タブレットを高齢者宅に設置して見守り用に使用していました。また、これらは防

災時には情報端末としての用途にも活用できるのではないかというふうに考えています。 

本来、地域ＤＸとして捉える内容ですので、本来でいくと企画政策部の岡本部長がお答えに

なるのかなと思うんですけれども、これはタブレットの利用ということなので、こちらの教育

のほうでお願いしたいんですけれども、廃棄されるタブレットの再利用、つまりリユースとし

ての視点でこの件をお聞きしたいと思いますが、リユースするためには、当然タブレットのＯ

Ｓの入替えなども必要ですし、このようなサービスを提供する事業者などの課題もありますが、

タブレットの廃棄を先ほどのお話のように、認定業者に出してリサイクルするだけではなくて、

リユースとしてこのような活用について可能性があるのかどうか、検討されたのかお聞きした

いと思います。 

○両角教育担当参事 

今のお話でございますが、例えば現在子どもたちが使っている学習用端末を市民の皆さんの

利用に応えられるような活用ができるかという視点で内部でも検討を行っております。ただし、

先ほど申し上げたとおり、今使っているウィンドウズの10インチの端末でありますけれども、

ウィンドウズ11へのＯＳの更新を図りますと、どうも基本的な動作のＯＳの稼動にメモリとか、

いろいろなものを使ってしまって、一般的な使用に使えないのではないかという検証になって

おりますので、まずその点が１つ。 

それから、そうは言っても、今５年間使ってきた端末でありますので、ここから先、例えばバ

ッテリーの問題、それからそのセキュリティーをどうしていくのか、そうしたいろいろな経費

面の部分も問題が多くありますので、なかなか一般の皆さんにこの学習用端末を利用するとい

うようなところについては、それなりのコストもかかりますので、かなりハードルが高いとい

うことで、困難性があるかなというような考え方を持っております。 

○中島 秀明 議員 

確かにおっしゃるとおり問題は幾つかあると思います。特にＯＳの問題、それから私も一気

にしているのは多分バッテリーかなというふうに思っています。今もちろんパソコンのレベル

でいくと、５年ぐらいではもちろん十分使えるかなというふうに思っています。 

また、先ほどお話しした高齢者宅に設置して云々という話ですけれども、このケースではネ

ット環境へのアクセスが主な使用で、機能的にハイスペックにある必要はありませんし、これ

をリユースして、こういうようなことをしていただけるサービスを提供するような事業者もあ

ると思いますので、こういう可能性も一度検討してもらうということは可能性があるのではな

いかと思いますけれども、その辺はどうなんでしょうか。もう一度お聞きしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

先ほども内部で検討したというお話を申し上げました。この分については、今のようなアイ

デアに基づいて、国のほうにも御担当者のほうに県を介して確認をさせていただいています。

国が想定している利活用については、例えば先生たちのサブマシンで使うとか、そういう内部

使いのことが想定されておりまして、一般の方への活用というのは国としても想定をしてない

ということでありますので、そうした環境の中では、なかなかこのまま市民に提供してという
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ような活用については難しいという状況がございますので、御理解いただきたいと思います。 

○中島 秀明 議員 

せっかくあるものをうまく使って、その用途にそういうことでサービスを受けて、非常に恩

恵を受ける人たちもいるので、ぜひともこういうことも検討していただきたいなと思いますけ

れども、なかなか国から来たものですので、難しいということはよく理解いたしました。また

その辺、状況でも変わりましたら、お話をいただければありがたいかなと思います。 

次の質問に移りたいと思います。 

３回目の質問なんですけれども、先ほど自治体ＤＸでもお聞きしたんですけれども、通信ネ

ットワーク環境のアセスメントと今後の取り組みをお聞きしたいと思います。 

ＧＩＧＡスクール構想での課題に通信ネットワークの環境の差により、学校での利活用に格

差が生じており、改善が必要である、そのような指摘がされています。ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想

では、タブレット性能が高機能化したことや、動画のデータ量の多いコンテンツの利用などに

向けて、通信ネットワークの性能評価、ネットワークアセスメントや通信ネットワークの高速

大容量化を推奨しています。学校における本市の通信ネットワークの環境の性能と今後の整備

についてお聞きしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

市内小中学校のネットワーク環境につきましては、当初の簡易検査では、国から示されてい

る推奨体系を満たしていない状況が確認できましたので、第二期端末への切替えを見据え、令

和６年度において国の通知等に基づきアセスメント調査を行ったところ、全ての学校のネット

ワーク環境については、国の推奨体系を満たしていることが確認できております。今後は学校

現場において、動画教材やデジタル教科書等の活用がさらに多くなっていくと考えております

ので、ネットワークへの負荷が高まっていくことが見込まれます。計画に位置づけております

とおり、今後も校内ネットワークの状況を適切に把握して、必要に応じて機器の更新や最適化

など、安定した学習環境の確保に努めていきたいと考えております。 

○中島 秀明 議員 

ネットワーク環境については、満足しているということで分かりました。 

最後のテーマに移りたいと思います。(3)岡谷市におけるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ（セカンドギガ）

構想の展開についてお聞きしたいと思います。 

これも先ほど答弁の中である程度していただいたので、一定の理解はいたしました。少し個

別にお聞きしたいと思います。 

２回目の質問になりますけれども、先ほどお話のあった学校業務におけるデジタル化、校務

ＤＸ、これについてお聞きしたいと思います。 

国のＧＩＧＡスクール構想の検証では、利活用率の自治体間の格差是正と高速大容量化への

整備とともに、教員の働き方改革に向けての校内業務のデジタル化、いわゆる校務ＤＸがＮＥ

ＸＴ ＧＩＧＡ構想では推奨されています。本市における校務ＤＸの取り組みと進捗状況につい

て、再度教えていただきたいと思います。 

○両角教育担当参事 

校務ＤＸの主な取り組みについてでありますが、本年度のシステム更改に合わせて、県内で

導入が進んでおります県の統合型校務支援システム、Ｃ４thというものですが、これを８月に

導入しておりまして、11月から切替えが完了しております。このシステムにより、小中学校の

学籍や出席の管理、成績管理等の情報が一元化されまして、県内共通のシステムとなったこと

で、教職員の異動時の負担軽減にもつながるというふうに考えております。 

また、本年度で教職員用の情報用機器を更新しておりまして、教育用のデータの保存方法で
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ありますが、従来の校内サーバー方式から、ネットワーク上にデータを保存するフルクラウド

化に移行しております。今後は場所を問わず情報機器を活用した業務が進められるなど、それ

から校内の職務環境の改善を図るとともに、通信アプリ等の活用による配布物のペーパーレス

化の取り組みにより校務ＤＸを推進しております。また、これらの取り組みは教職員の働き方

改革の視点においても効果を期待しているところでございます。 

○中島 秀明 議員 

校務ＤＸの取り組みについては分かりました。この辺も非常に重要だと思っています。本来、

子どもの教育により時間を割けるように、先生を含めた教員の業務をデジタル化することによ

って、簡素化するということで非常に重要な取り組みかなと思いますので、積極的に推進して

いただくことをお願いしたいと思います。 

次に、３回目の質問になりますけれども、ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想によるＩＣＴ教育の取り組

みについてお聞きしたいと思います。 

ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想では、教育の質の向上のためにＩＣＴ環境を最大限に活用して児童生

徒の学びを進化させるとしていますが、学校や家庭におけるＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想に基づく本

市の状況をお聞きしたいと思います。これも先ほど一部説明いただいたのですけれども、お願

いしたいと思います。 

１つの例としてですけれども、視察した先の富山県南砺市の義務教育学校の南砺つばさ学舎

では、ハワイの学校とオンライン交流をしていました。これはＩＣＴ教育と英語教育が融合し

た取り組みだというふうに感じました。また、長野県の飯綱町では、民間会社との連携でプロ

グラミングを学ぶデジタル授業やゲームソフトのマインクラフトによるデジタルスクール、ま

た、夏休みには合宿でプログラミングを学ぶデジタルキャンプなどの取り組みをしており、仮

想空間でのまちづくりや、ドローンやおもちゃの車のプログラミング制御などのプログラム教

育を行っていました。 

岡谷市でもロボット制御などのプログラミング教育がありますが、創造的で楽しみながら学

ぶ形がＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想においては推奨されています。本市のＩＣＴ利活用の取り組みの

状況についてお聞きしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

現行の学習指導要領では、児童生徒に情報活用能力の基礎力を育むため、プログラミングの

要素を取り入れた学習を行っておりますが、本市におきましては、これに先駆け、小学校４年

生を対象に多脚ロボットを用いたプログラミング体験学習を独自に導入しておりまして、本年

度も実施する予定でございます。今後もものづくりのまちの特徴を生かした学習の中で、ＩＣ

Ｔを活用した学びを大切にしていきたいと考えております。 

また、今後は生成ＡＩの活用も教育現場に浸透していくと思いますので、子どもたちの情報

活用能力を高めていくためには、指導する教職員の知識や能力についても底上げが必要と考え

ており、教育の情報化に合わせて対応力を高める研修等の取り組みを強化していきたいと考え

ております。 

○中島 秀明 議員 

分かりました。新しい教育というものに非常に期待しているわけなんですけれども、こうい

った斬新な取り組みもまたぜひ取り入れていただければなというふうに思っています。 

最後の質問になりますけれども、ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想による岡谷市の未来の教育の姿をお

聞きしたいと思います。先ほどの答弁でもありましたが、国が目指す未来の教育に向けて、Ｉ

ＣＴの活用で新しい学びの形の実現をＩＣＴ機器の導入だけにとどまらず、教育の質を根本か

ら変える革新的な取り組みにより、次世代の教育環境を整備することで、一人ひとりの学習体
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験を進化させて、将来の社会で活躍できる力を養う教育の実現としています。 

先ほどの小松議員の質問で教育長も答弁されていましたが、ＮＥＸＴ ＧＩＧＡ構想では、本

市が描く教育の姿について、最後にお聞きしたいと思います。 

○両角教育担当参事 

ＧＩＧＡスクール構想をはじめとする小中学校のＩＣＴ化や情報教育の推進につきましては、

現行の学習指導要領においても大切な視点とされ、情報活用能力の充実やプログラミング教育

の導入が初めて盛り込まれたところであります。現在、国において次期学習指導要領の改訂に

向けた議論が進められておりますが、その中で、情報活用能力は各教科等における探究的な学

びを支える基盤と位置づけ、抜本的な向上を図るとして様々な検討が進められております。デ

ジタル技術や生成ＡＩ等の活用は、子どもたちにとりましてもプラスの側面とマイナスの側面

がありますので、国の動きや社会の変化等を踏まえつつ、子どもたちが間違えず、賢く使いこ

なせる力を育成していくことが未来につながる教育ではないかと考えております。 

○中島 秀明 議員 

教育長先生の言われたように、確かに教育はやっぱり人と人だと、そのつながりというのは

非常に大事だというのはよく理解します。ただ、世の中がＩＣＴ化が進むと、そういう流れに

もしっかり乗りながら、その中で新しい教育を考えていく必要も先生のおっしゃるとおりにあ

るのかなというふうに考えています。 

ＮＥＸＴ ＧＩＧＡでは、より進化したＩＣＴ活用の教育を目指しています。そのためには、

教える側のデジタルリテラシーの向上とともに、外部の専門的な人材の活用も積極的に考える

べきではないかというふうに思っています。本市の子どもたちが興味を持って楽しく学べる教

育環境を築くことを期待して、私の一般質問を終わりにしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

◇土橋 学 議員 

３ いじめ以外の理由による不登校・登校しぶりの児童生徒の把握と支援体制について 

いじめ以外の理由による不登校・登校渋り児童の把握と支援体制について伺います。いじめ

以外にも、無気力、不安、生活リズムの乱れなど、明確な理由がない、何となく行きづらい生徒

が増えている。登校渋り、不登校の事由について岡谷市の状況をお伺いします。 

○両角教育担当参事 

不登校の事由につきましては、本人自身が抱えている課題や家庭環境等の状況によるもの、

それらが複合的に重なっている場合等もあり、一つの事由には仕分けができないケースも多く

あります。こうした中、不登校の主な事由につきましては、文部科学省が毎年公表している問

題行動等調査により示されており、全国的な傾向としまして、学校生活にやる気が出ないや、

生活リズムの不調、学業の不振などが主に挙げられており、これらは本市においても同様の傾

向にあります。また、不登校の前段階であります登校渋りについては特に専門的な調査を行っ

ているものではありませんが、初期の登校渋りから不登校に至る事例が多いことから、傾向と

しては不登校と同様の事由によるケースが多いと考えております。 

○土橋 学 議員 

人的支援体制、市ＳＳＷ、スクールカウンセラー、スクールソシアルワーカーのことですが、

及び外部支援機関との連携についてお伺いします。 

スクールカウンセラーやスクールソシアルワーカーの配置、活用状況、市としての連携方針、

必要な児童生徒に支援が行き届くようにするための体制についてお伺いします。 
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○両角教育担当参事 

本市では、県のスクールカウンセラー３名を市費の兼務としまして対応できる時間を拡充し

ているほか、県のスクールソシアルワーカー２名につきましても、市費の兼務とした上で、市

の子ども教育相談センターに配置しておりまして、学校だけでは対応困難な事案等について連

携しながら個別のサポートを行っております。また、不登校支援に当たっては、学校や市教育

委員会の関わりのほか、スクールカウンセラーやスクールソシアルワーカーなど様々な支援者

が連携をしてチームで支える体制づくりを行っており、支援に当たっているところでございま

す。 

○土橋 学 議員 

子ども教育相談センター、フレンドリー教室等の市内支援物資の活用状況についてお伺いし

ます。 

教育相談室、臨床心理士相談、フレンドリー教室、校内教育支援センターなど、学校外の相

談、居場所支援の利用状況と、現時点での把握している課題等についてお伺いします。 

不登校・登校渋り全体の状況を踏まえつつ、特に小学生の活用、学校からの接続状況、市民へ

の周知が十分かお伺いいたします。 

○両角教育担当参事 

令和６年度の実績で申し上げますが、市の子ども教育相談センターで対応した総件数は2,023

件、臨床心理士による相談件数は102件、フレンドリー教室、これは諏訪湖ハイツで開設してい

る教室でございますが、利用人数は６人、学校内の中間教室、現在、学校内教育支援センターと

名称を変えておりますが、こちらの利用人数は41名でありました。特に、最近小学校の不登校

者数が増加しており、中学でも継続となるケースがありますので、この辺を課題と受け止めな

がら、小中間の連携により情報共有する等の対応を行っているところであります。 

また、不登校者への支援につきましては、市のホームページ等により周知を行っているほか、

諏訪地域で協力して作成したサポートブック「よりそう」というようなものがございまして、

本市のサポート体制や連絡先等を紹介しております。家庭に対しては、配信アプリの「すぐー

る」による配信も行っており、周知に努めているところでございます。 

○土橋 学 議員 

ありがとうございました。 

これからは提案になります。 

不登校や登校渋りの背景には、一つの理由では説明できない子どもたちの小さなつまずきや

心の揺れが隠れていることがあります。行きたくないと言えないまま、朝、玄関の前で立ちす

くんでしまう子ども、理由が分からず、ただ涙が出てしまう子、そんな子どもたちの姿を私た

ちは想像し続けなければならないと思っています。学校の先生やスクールカウンセラーの皆様

が日々その一人ひとりと向き合い、言葉をかけ、寄り添ってくださっていることに、まず心か

ら感謝を申し上げます。 

一方で、子どもが発するほんの小さなサイン、家庭と学校、地域の支援がもっと早く、もっと

丁寧に受け止められる環境が必要だと感じております。何となく行きづらい、そんな曖昧な気

持ちの段階で手が届けば、長期の不登校を防げるケースは間違いなく増えてきます。特に、小

学生の段階での支援は、子どもたちの将来に大きな差を生むと私は考えています。市として相

談体制をもっと見える形にすること、学校、家庭、支援機関の連携をさらに深めること、子ども

が安心して話せる、いられる場所を増やしていくこと、こうした取組をぜひ引き続き進めてい

ただきたい。これは責めるためではなく、子どもたちの未来をみんなで守っていきたいという

願いによるものです。どうか、子どもたちの小さな声、これからも丁寧に耳を傾ける体制づく
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りをお願い申し上げます。 

 

◇今井 浩一 議員 

１ 手話施策推進法施行に関する取り組みについて 

実は、私も退院後に手話奉仕員養成講座を数回受けました。残念ながら体調の関係でリタイ

アしましたが、とても楽しい時間であったことも確かです。しかしながら、手話で表現するこ

とはできても、読み取り発信することはとても難しいと思いました。できることなら、小中学

生の頃に手話と出会い、もし興味を持ってくれたのであれば、勉強してほしいなと思いました。

小中学校ではインクルーシブ教育が行われていますが、聾者の方による講演も実施される機会

があったとお伺いしています。学校現場での取組についてお伺いします。 

○白上教育部長 

市内の一部の小中学校では、聾者の方の講演を聞く福祉体験教室の実施や、図書館の時間の

中で子どもたち自らが手話に関する書籍を手に取って学習を行うなど、手話についての理解を

深めるための取組を行っております。今後も、各学校において障害を理由とする差別や偏見の

ない社会への理解を深め、インクルーシブ教育の趣旨に沿った取組を継続してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○今井 浩一 議員 

先頃まで行われていた東京 2025 デフリンピックでは、岡谷市の聾者の方が手話通訳のボラン

ティアとして活躍されていたようです。令和 10年に本市でも開催が予定されている全国障害者

スポーツ大会でも、そうした手話通訳者の活躍の機会は予定されていますでしょうか。 

○白上教育部長 

令和10年に予定されております全障スポの卓球競技は個人戦で行われまして、障害区分に応

じたカテゴリー分けの中で対戦が組まれる仕組みとなっております。カテゴリーの中には、聴

覚・平衡機能障害または音声・言語機能障害、そしゃく機能障害による障害区分がありまして、

参加選手の中には手話通訳や要約筆記などのサポートを必要とされる方がいらっしゃいます。

先催地の事例では、手話通訳や要約筆記のサポートスタッフは、選手のサポートはもちろん、

来場された観客へのサポートも担っておられました。本市で開催する全障スポにおいても、多

くのサポートスタッフに御活躍いただきたいというふうに考えております。 

また、全障スポを契機に、岡谷市を訪れた障害をお持ちの方々が会場以外の場所においても

必要なサポートを受けられる体制づくりも検討しながら、県や関係団体と連携して計画を作成

してまいりたいというふうに考えております。 

○今井 浩一 議員 

ありがとうございます。推進法には、学校教育で手話に関する理解と関心を深めるため、学

校教育で利用できるノウハウに関する情報提供、児童生徒に対する手話の学習機会の提供とあ

ります。また、文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションを通じて手話文化の保存、継承、発

展が図られるための取組ということも明記されていますので、よろしくお願いします。 

 

 

令和７年１２月定例会                           生涯学習課 

◇宇野 香二 議員 

１ 若者が安心できる居場所づくりの取り組みについて 

（１）若者居場所づくりの現状 

中学生、高校生以上の若者が安心していられる居場所づくりが求められています。本市における



30 

 

こうした居場所づくりの取組について、現状や課題を伺います。 

○白上教育部長 

中学生や高校生以上の若者へ向けた居場所づくりについては、フリースペースとしてカルチャー

センターに学習室と憩いの広場を設置しております。憩いの広場は、テーブル 15 台、椅子 57 席、

ソファーなどを設置し、学習や仲間との交流など自由に利用できる場として、特に休日は満席にな

るなど、多くの若者に活用いただいております。そのほか、ダンス音楽室については、グループ登録

により施設の使用料については無料で利用できますし、青少年活動室は、通常は貸出しをしており

ませんが、御相談をいただければ中高生のみのミーティングの場としての利用も可能でございます。 

 課題としましては、利用可能な施設について中高生を中心とする若者世代への周知が十分で

ないと感じており、有効な周知方法について若者の意見等も伺いながら積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 

○宇野 香二 議員 

若者の居場所づくりの目的の一つに、若者の社会参加の促進があり、「岡谷市こども計画」の

中で「思春期から青年期における支援」の具体的施策に「健全育成と社会参加の促進」がありま

す。その事業の一つに岡谷市リーダーズ俱楽部事業がありますが、その活動内容と効果につい

て伺います。 

○白上教育部長 

岡谷市子ども会育成連絡協議会が平成12年（2000年）に立ち上げた「岡谷市リーダーズ俱楽

部」は、「子どもは子どもの中で育つ」という活動理念のもと、異年齢の交流を活動の目的とし

ています。 

姉妹都市である東伊豆町の子どもたちとの交流を行う「夏休み子ども交流事業」や、コロナ

禍によりここ数年できておりませんが、豊かな自然環境での体験を通じて、健全な心身を養う

ことを目的とした「わんぱくアドベンチャー」、平日に自宅ではなく「塩嶺野外活動センター」

で共同生活をしながら、自炊、学習、レクレーションなどを行い、学校に通学する「通学合宿」

など、企画、運営、当日の進行等のすべてを行っております。 

特に夏休み子ども交流事業につきましては、リーダーズ俱楽部のＯＢ・ＯＧも参加し協力す

るなかで、東伊豆町の教育委員会から毎回高い評価をいただいております。 

参加した児童たちは、こうした先輩の背中を見て憧れ、リーダーとしての資質を学び、育つ

ことで学校や地域社会のリーダーとして大きく成長していくものと期待しております。 

 

令和７年１２月定例会                         スポーツ振興課 

◇小松 壮 議員 

１ 信州やまなみ国スポ・全障スポに向けての取り組み状況について 

（１）準備の状況 

本大会は、県が大会全体の方針を決定し、市町村がその方針に基づき会場運営や地域対応を

担うものであることは承知しておりますが、岡谷市は岡谷市として独自の考え方を持ちながら、

準備段階から機運を高め、そして大会本番にはすばらしいおもてなしと大会運営ができますこ

とを心より願っております。 

実行委員会も設立され、徐々に開催に向けて準備が進んできていると思いますが、本大会が

成功するには準備がとても重要であります。そこで、開催に向けての今後のスケジュールにつ

いてお聞きをいたします。 

○早出市長 

信州やまなみ国スポ・全障スポは、令和10年に長野県を中心に85競技が行われます。本市に
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おいては、国スポ及び全障スポの卓球競技、冬季国スポのアイスホッケー競技のほか、公開競

技の綱引き競技、諏訪市、下諏訪町との３市町共同開催によるトライアスロン競技の開催が決

定しております。 

本年10月15日には競技団体、関係団体、各分野の有識者など多くの方々に参画いただく中で、

設立総会を開催し、岡谷市実行委員会を発足いたしました。今後、開催に向けて引き続き市民

総合体育館及びやまびこアイスアリーナの施設改修を進めるとともに、先般、開催された県の

事例等を参考にしながら、競技用具の整備計画やボランティアを含めた人的配置計画、輸送計

画や宿泊計画など、より具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。また、

実行委員会においても、来年２月頃を目途に専門委員会等の検討組織を設置し、県や競技団体

等関係機関との連携を深め、市民の御協力をいただきながら、一体となって大会の成功に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。 

競技等の今後のスケジュールでありますが、令和９年10月に卓球競技のリハーサル大会、令

和10年２月には冬季大会のアイスホッケー競技、５月頃には全障スポ卓球競技のリハーサル大

会、８月には公開競技の綱引き競技、10月上旬に卓球競技、下旬に全障スポ卓球競技を開催す

る予定となっております。 

○小松 壮 議員 

開催年度は、開催時期が秋とはいえ、ちょうど御柱年と重複するなど、慌ただしい年となる

ことが予測されます。各種実行委員会の皆様も大変な準備となると思いますが、岡谷市に最大

限の経済効果をもたらすよう、御尽力のほどをよろしくお願いします。ボランティア人材の確

保も大変だと思いますが、計画的に準備を進めていただきますようよろしくお願いします。 

次に移りますが、現在、市民総合体育館の大規模改修工事が行われております。以前から多

くの要望がありましたエアコン設備も導入されるなど、各種において設備の利便性の向上が図

られ、すばらしい施設に変わっていくと思いますが、市民総合体育館大規模改修の進捗状況は

どのような状況かお聞きします。 

○白上教育部長 

岡谷市民総合体育館の大規模改修工事につきましては、本年度はスワンドームについて、本

年６月からの準備工事に続きまして、屋根の防水塗装工事、外壁補修等の改修工事や照明設備

のＬＥＤ化に着手しており、今後は冷房設備の新設やトイレの洋式化、アリーナ床面の研磨な

どを行い、令和８年２月末の竣工を予定しております。その後、令和８年４月からは東体育館

の改修工事に着手し、照明のＬＥＤ化、諸室のレイアウト変更のほか、トイレの改修などを令

和８年９月中旬までの工期で実施する予定でございます。 

工事中もどちらか一方の体育館は使用可能となるよう調整し、体育館利用への影響を最小限

にとどめるよう配慮するとともに、使用できない期間等については、館内掲示やホームページ、

広報等により市民へ丁寧に周知を行っております。 

工事の進捗状況につきましては、現在のところおおむね計画どおり順調に進んでおりまして、

完成後はよりよい環境でスポーツに親しんでいただけるものと考えているところでございます。 

○小松 壮 議員 

大規模改修工事については予定どおりに進んでいるということで理解いたしました。引き続

き作業に当たられる方々には安全第一で工事を進めていただきながら、工事が予定どおり終了

されますことを願っております。 

次に移りますが、今年度国スポ・全障スポ開催地の滋賀県野州市へ職員の皆様が視察に行か

れたと思いますが、視察から得たこと、よかった点や課題と感じた点など、お聞きをいたしま

す。 
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○白上教育部長 

今年度の国スポ・全障スポは滋賀県において開催され、大会準備の参考とするため、本市の

開催競技である卓球競技と、それからトライアスロン競技について、先進地視察を行ってまい

りました。 

卓球競技の開催地である野州市は、滋賀県南部の琵琶湖南端に位置する琵琶湖に面した湖周

都市であり、人口は約５万人、開催競技は卓球競技のほか、バスケットボール競技を野州市を

含む３市共同開催としており、町の規模や開催状況が本市と似た部分が多く、大変参考になっ

たところでございます。 

駅前には多くののぼり旗が設置され、駅エレベーターには国スポのラッピングが施されてお

り、会場では入り口の看板や会場内の応援旗に市内の高校生や小中学生の生徒が作成したもの

も設置されるなど、市を挙げての歓迎ムードが感じられました。 

会場のスタッフは、それぞれの役割に応じて色分けされた統一ビブスを着用し、誰からもど

の担当スタッフか分かるような工夫がされていたほか、運営面でも、選手、役員の弁当あっせ

んをやめ、代わりに会場に配置したキッチンカーを利用し、また大会プログラムも印刷物を用

意せずに、必要な方はウェブ上から印刷してもらうような形にするなど、需要の少ない部分を

廃止し、経費削減を図る工夫が見られました。一方、シャトルバスは、ルートや時間帯によって

は乗客がない場合もダイヤ通りの運行の必要があり、全体経費に占める割合の中でバスの借り

上げ代がかなりの率を占めているというお話も伺っております。 

本市におきましては、これら先催市の状況等を参考にし、実行委員会内で情報共有しながら、

今後の開催に向けた取り組みに生かしてまいりたいとい考えております。 

○小松 壮 議員 

視察において勉強されましたことをしっかりと生かしながら、また次回開催までには数年期

間が空きますので、時代の変化に対応しながら、岡谷市らしい準備を進めていただきたいと思

います。 

次に移りますが、半年以上工事でスワンドーム、体育館は利用できない状況であります。市

民の皆様にとって工事の完成は大変に期待しているところでございます。 

そこで、市民総合体育館大規模改修工事の竣工記念事業は、何か計画をしているのかお聞き

します。 

○白上教育部長 

岡谷市民総合体育館の大規模改修工事は、令和８年９月に竣工の予定で、現在順調に工事が

進められているところでございます。国スポ・全障スポの啓発事業等につきまして、今後実行

委員会の中で検討していくことになりますが、この啓発事業と併せて、体育館竣工記念事業の

計画を検討してまいりたいと考えております。 

具体的な内容等は今後の検討となりますけれども、令和８年度は岡谷市制施行90周年の節目

となることもありますので、市制90周年記念としてもふさわしいようなスポーツイベントなど

を企画できればと考えているところでございます。 

○小松 壮 議員 

ぜひ１つでも２つでも多くのイベントを企画していただき、機運を高めていただきたいと思

います。 

次に移りますが、世の中では公共施設やスポーツ施設へのネーミングライツが盛んに行われ

ております。市民総合体育館もここでリニューアルしますし、国体の開催も控えるなど、ネー

ミングライツ募集へのよい機会であると思います。そこで、市民総合体育館のネーミングライ

ツの募集について考え方をお聞きいたします。 
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○岡本企画政策部長 

ネーミングライツにつきましては、施設等の命名権を付与することで、企業や団体等が地域

貢献の機会として活用いただくとともに、ネーミングライツ料とする自主財源の確保により、

さらなる施設の魅力度の向上と利用者の増加などが期待できるものであります。国スポ・全障

スポの開催に当たりましては、地域全体で大会開催に向けた機運を高めていくことも重要であ

ると考えておりますので、市といたしましても、ネーミングライツを企業等の地域貢献、また

施設の魅力向上を図るための手法の一つと捉え、導入に向けまして検討を進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

○小松 壮 議員 

現状について理解いたしました。地元企業はもちろんのこと、全国規模の企業名がつくこと

によって、施設としての価値観やスポーツをやる側にとっても大きな効果をもたらしますし、

岡谷市としてもネーミングライツ料の収入も入ることとなります。 

先日、私が大会長を務める小学生の少年野球大会を岡谷市営球場で開催しました。今年から

全国銘柄のスポーツ洋品店が協賛となっていただき、大きな横断幕をセンターのバックネット

に設置いたしました。やはり球場が締まった雰囲気になりましたし、大会にも花を添えていた

だくことができました。いろいろな意味で相乗効果があるものと感じておりますので、ぜひ前

向きに進めていただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

 

（２）市民に対する国スポ・全障スポ及びスポーツ熱の向上対策 

この機会を契機に、国スポ・全障スポはもちろんのこと、岡谷市のスポーツ熱の向上にも大

変によい機会と考えております。そこで、どのように機運を高めていくのか、お考えをお聞き

いたします。 

○早出市長 

信州やまなみ国スポ・全障スポの開催期間中には、選手、監督のほか、役員や応援の方など全

国各地より多くの方が会場に来場されることが予想されます。実行委員会では、開催基本方針

の中で、岡谷市の魅力を発信する大会、また共に支え合う社会づくりに貢献する大会として、

多くの市民の皆さんに大会に関わっていただき、本市の総力を挙げて取り組むことを目標に掲

げております。そのために、国スポ・全障スポに対する機運醸成を図ることは大変重要である

と考えております。 

具体的な取り組みにつきましては、今後、実行委員会において内容を検討していくこととな

りますが、先般開催された地域の様子などを伺いますと、開催競技への関心を高める取り組み

といたしましては、各競技別の体験イベントのほか、トップ選手のプレーを間近に見られるよ

うなイベントの開催や、プロリーグの公式戦の誘致などが行われております。 

また、市民の関心を高める取り組みといたしましては、市内で行われるスポーツ大会や市民

イベントにおける啓発用グッズの活用、会場周辺の清掃活動など、開催意識の高揚を図るイベ

ントの開催のほか、県民運動の一環である花いっぱい運動への参画など様々な取り組みが考え

られております。さらに、多くの市民の皆さんにも大会運営に携わっていただきたいと考えて

おり、様々な役割のボランティアを募集し、幅広い分野で活躍いただけるよう、スタッフの配

置計画なども含め、実行委員会の中で検討を重ねながら、市民一体となった機運醸成に向けた

取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

○小松 壮 議員 

以前の一般質問でも述べましたように、これは全国的な問題でもありますが、スポーツ全体

の勢いが低迷してきているという現状がございます。原因の一つは、スポーツ人口の減少です。
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各種スポーツ競技団体及びクラブチームも人集めに頭を悩ませております。これから目に見え

てチーム数も減っていき、スポーツをやりたくても、やるチームや団体がないというような状

況に追い込まれる可能性すらございます。ぜひこの機会をきっかけに、ここは頑張りどころで

あると私は考えております。 

次に移りますが、岡谷市役所の卓球部の皆様の頑張りもあり、岡谷市は卓球のまちを表明す

るような勢いがあると感じております。私はこの際、中途半端ではなく、とことん突き進んで

いただきたいなという個人的な考えがございます。 

そこで、国スポ・全障スポの機運を高めることの目的もありますが、市民の卓球熱の高まり

や、さらに岡谷市に卓球を根づかせるためにも、卓球のプロリーグ、Ｔリーグの大会誘致がで

きないか、お考えをお聞きいたします。 

○白上教育部長 

Ｔリーグは2018年10月に開幕した卓球のプロリーグでございまして、男女各６チームがホー

ム＆アウェイ方式により、毎年７月から３月までを１シーズンとして開催されております。レ

ギュラーシーズンは約150試合が行われておりますが、現在、県中央競技団体であります長野県

卓球連盟を通じて、令和９年度のシーズン中に岡谷市民総合体育館での公式戦の開催について

打診をいただいているところでございます。具体的なことは、今後検討、調整してまいりたい

と考えておりますが、実現すれば世界レベルのプレーを間近で見られることから、国スポの機

運醸成イベントとしての開催も視野に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○小松 壮 議員 

ありがとうございました。Ｔリーグの大会誘致ということで、今検討が進められているとい

うことで御答弁をいただきました。とても楽しみになってきました。 

先日、テレビのニュースで放映されておりましたが、須坂市ではトランポリンの主会場とな

っており、開催記念イベントが行われており、有名選手を呼んでデモンストレーションや体験

会などが行われておりました。また、須坂市のトランポリンクラブは、現在定員がいっぱいで

募集を停止しているとのことで、うまく機運を高めながら盛り上げている成功事例かなと感じ

ております。 

岡谷市では、卓球をはじめトライアスロン及び公開競技において綱引き、冬季大会ではアイ

スホッケーが行われます。ぜひ各種競技団体の力をお借りしながら、各種イベントを開催し、

本大会を盛り上げることはもちろんのこと、競技選手の発掘、そして市民のスポーツ熱の向上

に努めていただけますよう、よろしくお願いいたします。 


